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計画策定の意義

　本市では、これまで６次にわたり、総合計画を策定してきました。平成の大合併以降、現
在の廿日市市の形になり、2009（平成21）年にスタートした第５次総合計画は「世界遺
産を未来につなぎ、多彩な暮らしと文化を育む都市・はつかいち」を、2016（平成28）年に
スタートした第６次総合計画は「挑戦！豊かさと活力あるまちはつかいち～夢と希望を
もって世界へ～」を将来像に、まちづくりを進めてきました。

　第６次総合計画の期間中に実施した市民満足度調査では、本市の住みやすさは向上
し、2015（平成27）年以降、10年連続で転入超過となるなど、住みたいまち、住み続けた
いまちとして選ばれ続けています。

　一方で、全国的な人口減少・少子高齢化の加速、気候変動の影響による自然災害の激甚
化・頻発化、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による新しい価値観の浸透や課題の
顕在化、多様性のある社会へ向けた動き、SDGsやカーボンニュートラル達成に向けた世
界的な潮流、デジタル技術の急速な発展に向けた取組など、本市を取り巻く現況は想像
を超えるスピードで変容しています。

　こうした状況を踏まえ、社会情勢の変化や多様化するニーズに的確に対応し、将来に
わたり持続可能な市政運営を行うためのまちづくりの指針として、2035（令和17）年度
を目標年次とする第７次の総合計画（以下「本計画」という）を策定しました。

　総合計画は、長期的な視点で、市政を総合的かつ計画的に運営するためのま
ちづくりの指針であり、本市の羅針盤となる計画です。
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2　 分かりやすさ

1　市民参画

計画策定にあたっての基本的な考え方

　廿日市市協働によるまちづくり基本条例に基づき、多様な市民参画の機会を設け、
市民・事業者等との対話を通じて、まちづくりの課題を共有するとともに、ニーズを
把握し、計画に反映します。

　まちづくりの主体である市民と行政が共有する計画
であることから、分かりやすく体系的に整理し、市民の
視点に立った表現とします。

戦略性と適応性

　人口減少・少子高齢化やグローバル社会への対応など、市政において特に重要であ
り戦略的に取り組む施策を明確に示すとともに、社会情勢等の変化に適応した施策
展開を行う計画とします。

実効性

5　

　計画に基づく施策を着実に推進し、成果を上げるため、予算編成、組織体制、行政評
価等の行政経営システムと連動した計画とします。

個別計画との整合

　特定の行政課題に対応する個別計画との関係性を明確にし、整合を図ります。

02

　まちづくりの基本理念や将来像を定める基本的な構想です。長期的なまちづくりの指針
であるため、計画期間は10 年とします。

基本構想とは

　本計画は、「基本構想」、「基本計画」の2層で構成します。
　また、基本計画から地方創生の関連施策を抽出し、「廿日市市まち・ひと・しご
と創生総合戦略」に位置づけます。

　基本構想の実現に向けて取り組む施策を体系的に示した計画です。一定期間で見直しが
できるよう、計画期間は５年とします。
　また、本計画では、市政において特に重要であり、戦略的に取り組む施策を「戦略的な取
組」として位置づけます。

基本計画とは

　基本計画の中から、地方創生（人口減少対策・地域の魅力を活かした取組など）に関する施
策を抽出した計画です。計画期間は、基本計画と同様に５年とします。

総合戦略とは

本計画の構成と期間

基本構想

基本
構想

基本
計画

総合
戦略

基本計画
～戦略的な取組～

廿日市市まち・ひと・しごと
創生総合戦略

10年（2026～2035年度）

前期5年
（2026～2030年度）

後期5年
（2031～2035年度）

第3期 5年
（2026～2030年度）

第4期 5年
（予定）

地方創生施策を抽出

■構成 ■期間

03 計画の構成・期間
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人口減少社会、少子高齢化による人口構造の変化

2　

廿日市市を取り巻く社会潮流

　日本の総人口は、2008（平成20）年頃から減少局面に入り、2020（令和2）年10月1日
時点の総人口は約1億2,600万人、2024（令和６）年の出生数は約68万6千人と、いずれ
も過去最少を更新しています。
　こうした少子化による人口減少と平均寿命の延伸による高齢化の進行は今後も続く
ことが予想され、労働力の減少による経済・産業構造の変化や、社会保障制度の維持、地
域社会における担い手不足など多くの課題が生じることで、私たちの暮らしにも様々な
影響が及ぶと懸念されています。
　人口減少や少子高齢化に伴う様々な課題の解決に向けては、定住人口の増加につなが
る取組や、必要なサービスが提供され、暮らしの質を維持できる、持続可能な地域づくり
が求められます。

防災意識の高まりと災害に強いまちづくりの推進

　我が国は、地理的、地形的、気象的条件等から、豪雨災害、土砂災害、地震、豪雪など、古
来より多くの災害に見舞われてきました。
　近年では、頻発する局地的な集中豪雨や、能登半島地震、そして今後高い確率で発生す
ると言われている南海トラフ巨大地震に関する報道等を通じて、自然災害に対する警戒
感は高まっていると考えられます。
　こうした状況の中、災害による被害の最小化や迅速な回復を図る「国土強靱化」のまち
づくりと、大規模な災害が起こる前に発生し得る事態を想定し、発災後の応急対応や復
旧・復興に必要な体制をあらかじめ整備・構築しておく「事前復興」のまちづくりが求め
られます。

　少子高齢化、自然災害の激甚化・頻発化、グローバル化など、本市を取り巻く
社会情勢は想像を超えるスピードで変容しており、これからのまちづくりは、
変化に柔軟に対応することが求められます。
　こうした状況を踏まえ、まちづくりの羅針盤となる本計画の策定の背景と
して認識すべき主な社会潮流をまとめています。
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一極集中の是正と地方回帰の動き

　都市圏への人口集中は、高度経済成長期（1950年代半ばから1970年代前半まで）に顕
著となり、東京圏を中心に都市圏への人口流入が続きました。
　2020（令和２）年時点での東京圏の人口は、約3,689万人で、総人口の約29.2％が集中
しています。首都直下地震などの巨大災害により被害が増大することなどが想定されて
おり、こうしたリスク・被害の軽減や国・企業のBCPの観点からも、東京圏への過度な一極
集中の是正が求められます。
　こうした動きに加えて、過度な人口集積に伴う通勤時間や家賃などの生活コスト負担
の増加に代表される住環境の課題や、テレワークなどの新たな働き方の普及、東日本大震
災や新型コロナウイルス感染症等の出来事をきっかけに、若者を中心に都市部から地方
部への移住についての関心が高まっており、一部の地域では、都市部から地方部への移住
が活発化する「田園回帰」が起こっています。

グローバル社会への対応

　近年の我が国では、訪日外国人旅行者数の増加や輸出額が過去最高を記録するなど、諸
外国との様々な交流が活発化しており、こうした動きは今後も拡大していくと考えられ
ます。
　一方で、こうした経済活動のグローバル化は、国際情勢の変化による燃料費の高騰など
の影響を受けやすいほか、昨今の新型コロナウイルス感染症の世界的流行など、様々なリ
スクを抱えています。
　また、国内の人口減少や労働力不足への対応として、外国人労働者及び外国人雇用事業
所は増加を続けており、地域における多文化共生の推進が求められます。
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6　

ともに支え合う社会へ向けた動き

　人口減少、少子高齢化、地域のつながりの希薄化など、社会構造の変化の中で、高齢者、
こども、障がいのある人、生活困窮者などが、様々な生活課題を抱えながらも、住み慣れ
た地域で自分らしく暮らしていけるよう、地域住民など周囲の人々で支え合い、一人ひ
とりの暮らしと生きがいを大切にしながら、地域をともに創っていくことのできる「地
域共生社会」の実現が求められます。
　また、性別、年齢、国籍、障がいの有無等にかかわらず、すべての人がお互いの個性を認
め合い、自分の可能性を最大限に発揮できる「インクルーシブ社会」の実現に向けた取組
も始まっています。

こどもまんなか社会の実現に向けた動き

　近年の深刻な少子化やこどもを取り巻く様々な課題を背景に、すべてのこども・若者
が、心身の状況、置かれている環境等にかかわらず、等しく権利が保障され、健やかに成
長し、将来にわたって幸せな状態で生活できる「こどもまんなか社会」の実現が求められ
ます。

7　

8　DX（デジタルトランスフォーメーション）の推進

　DX（デジタルトランスフォーメーション）の取組により、社会全体のデジタル基盤整
備・デジタル技術の活用が進み、デジタルサービスが私たちの暮らしに広く浸透し、連動
することで、各種産業の生産効率向上、生活サービスの利便性向上・効率化など、経済発展
と社会的課題の解決が進むとともに、新たな価値を創造していくことが期待されます。

GX（グリーントランスフォーメーション）の推進

　エネルギーの安定供給が世界的に大きな課題となる中、化石エネルギー中心の産業構
造・社会構造をクリーンエネルギー中心へ転換し、脱炭素、エネルギー安定供給、経済成
長の３つを同時に実現するGX（グリーントランスフォーメーション）の推進が求められ
ます。
　こうした状況の中、我が国においては、2050（令和32）年までに温室効果ガスの排出
を全体としてゼロにする、「カーボンニュートラル」を目指すことを宣言し、二酸化炭素
を排出しない再生可能エネルギーの活用や、循環型社会の形成、地域の自然資本を持続
可能な形で活用し地域経済を強くすることで自然との共生を目指す「地域循環共生圏」
の実現が求められます。
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5　

6　

ともに支え合う社会へ向けた動き

　人口減少、少子高齢化、地域のつながりの希薄化など、社会構造の変化の中で、高齢者、
こども、障がいのある人、生活困窮者などが、様々な生活課題を抱えながらも、住み慣れ
た地域で自分らしく暮らしていけるよう、地域住民など周囲の人々で支え合い、一人ひ
とりの暮らしと生きがいを大切にしながら、地域をともに創っていくことのできる「地
域共生社会」の実現が求められます。
　また、性別、年齢、国籍、障がいの有無等にかかわらず、すべての人がお互いの個性を認
め合い、自分の可能性を最大限に発揮できる「インクルーシブ社会」の実現に向けた取組
も始まっています。

こどもまんなか社会の実現に向けた動き

　近年の深刻な少子化やこどもを取り巻く様々な課題を背景に、すべてのこども・若者
が、心身の状況、置かれている環境等にかかわらず、等しく権利が保障され、健やかに成
長し、将来にわたって幸せな状態で生活できる「こどもまんなか社会」の実現が求められ
ます。

7　

8　DX（デジタルトランスフォーメーション）の推進

　DX（デジタルトランスフォーメーション）の取組により、社会全体のデジタル基盤整
備・デジタル技術の活用が進み、デジタルサービスが私たちの暮らしに広く浸透し、連動
することで、各種産業の生産効率向上、生活サービスの利便性向上・効率化など、経済発展
と社会的課題の解決が進むとともに、新たな価値を創造していくことが期待されます。

GX（グリーントランスフォーメーション）の推進

　エネルギーの安定供給が世界的に大きな課題となる中、化石エネルギー中心の産業構
造・社会構造をクリーンエネルギー中心へ転換し、脱炭素、エネルギー安定供給、経済成
長の３つを同時に実現するGX（グリーントランスフォーメーション）の推進が求められ
ます。
　こうした状況の中、我が国においては、2050（令和32）年までに温室効果ガスの排出
を全体としてゼロにする、「カーボンニュートラル」を目指すことを宣言し、二酸化炭素
を排出しない再生可能エネルギーの活用や、循環型社会の形成、地域の自然資本を持続
可能な形で活用し地域経済を強くすることで自然との共生を目指す「地域循環共生圏」
の実現が求められます。
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・人口は、2005（平成17）年まで増加傾向にありましたが、その後は減少傾向が続き、2015（平成27）年
に増加に転じたものの、2020（令和２）年の人口は114,173人となっています。
・人口減少は、緩やかではあるものの今後も継続することが予測され、国立社会保障・人口問題研究所の
将来推計によると、2050（令和32）年には、人口は約9万4千人となり、高齢化率も40％近くに達する
と推計されています。

・15歳未満人口（年少人口）割合、15～64歳人口（生産年齢人口）割合は減少する一方、65～74歳人口・
75歳以上人口（高齢者人口）割合は増加することが予想されています。

統計からみる廿日市市

① 人口推移

18,077 20,654 20,946 20,862 18,310 16,657 15,027 15,070 14,927 14,075 12,752 11,951 11,554 11,207 10,712

50,679
58,647

68,032 75,187

76,685
75,801 71,716 67,429 63,443 61,553 59,656 56,886 52,596 49,263 46,461
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7,586
10,016 11,519 11,884

13,418
17,045 17,841 15,537 13,776 13,442 14,897 15,033 13,557

2,926

3,752

5,007
6,507 8,452 11,077 13,193 14,826 17,121

21,069 23,057 23,462 22,860 22,370
23,21576,592

89,034

101,630

112,591 114,981 115,530 114,038 114,906 114,173 112,234 109,241 105,741
101,907
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93,945
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（人） （ %）

推計

廿日市市の人口推移と人口予測

世代別人口割合の推移と予測

出典：【2020年まで】各年国勢調査（総務省）
　　　【2025年以降】日本の地域別将来推計人口「令和5年推計」（国立社会保障・人口問題研究所）
※総人口は、年齢不詳人口を含んだ数であるため、年代別人口の合計と異なる場合がある。

出典：【2020年まで】各年国勢調査（総務省）
　　  【2025年以降】日本の地域別将来推計人口「令和5年推計」（国立社会保障・人口問題研究所）
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1　 人口

15歳未満人口 15～64歳人口 65~74歳以上人口 75歳以上人口 高齢化率

15歳未満人口割合 15～64歳人口割合 65~74歳以上人口割合 75歳以上人口割合

・世帯類型ごとの推移では、高齢世帯が増加しており、2020（令和２）年では全体の約28.8％を占めて
います。
・また、「夫婦と子と親」の3世代世帯が急激に減少している中、単身世帯の割合が増加しています。

・総世帯数は増加傾向にある一方、１世帯あたりの人員は減少傾向にあります。

②世帯数と世帯構成の推移

総世帯数及び世帯人員

世帯類型

出典：各年国勢調査（総務省）

出典：各年国勢調査（総務省）
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166,047
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6,994
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4,940

4,209
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高齢
夫婦世帯

305,645

7,970

6,859

7,051

5,743

5,122

4,419

3,442

その他の
単身世帯

106,259

4,552
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5,312

4,863

4,472

4,031

その他の
夫婦世帯
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109,279

4,505

4,222

3,886

3,676
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2,063

ひとり親と
子

17,268
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844

826
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650

夫婦と親

23,663

790

1,238

1,573

1,969

2,424

2,910

3,020

夫婦と
子と親

30,625

1,126

1,258
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その他の
親族
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49

非親族
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30
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参考：広島県
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2020年
【 47,722】

2015年
【 45,973】
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【 44,589】
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【 42,769】

2000年
【 40,373】

1995年
【 37,503】

1990年
【 32,356】

凡例
[世帯 ]
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・人口は、2005（平成17）年まで増加傾向にありましたが、その後は減少傾向が続き、2015（平成27）年
に増加に転じたものの、2020（令和２）年の人口は114,173人となっています。
・人口減少は、緩やかではあるものの今後も継続することが予測され、国立社会保障・人口問題研究所の
将来推計によると、2050（令和32）年には、人口は約9万4千人となり、高齢化率も40％近くに達する
と推計されています。

・15歳未満人口（年少人口）割合、15～64歳人口（生産年齢人口）割合は減少する一方、65～74歳人口・
75歳以上人口（高齢者人口）割合は増加することが予想されています。

統計からみる廿日市市

① 人口推移

18,077 20,654 20,946 20,862 18,310 16,657 15,027 15,070 14,927 14,075 12,752 11,951 11,554 11,207 10,712

50,679
58,647

68,032 75,187

76,685
75,801 71,716 67,429 63,443 61,553 59,656 56,886 52,596 49,263 46,461
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6,507 8,452 11,077 13,193 14,826 17,121

21,069 23,057 23,462 22,860 22,370
23,21576,592
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推計

廿日市市の人口推移と人口予測

世代別人口割合の推移と予測

出典：【2020年まで】各年国勢調査（総務省）
　　　【2025年以降】日本の地域別将来推計人口「令和5年推計」（国立社会保障・人口問題研究所）
※総人口は、年齢不詳人口を含んだ数であるため、年代別人口の合計と異なる場合がある。

出典：【2020年まで】各年国勢調査（総務省）
　　  【2025年以降】日本の地域別将来推計人口「令和5年推計」（国立社会保障・人口問題研究所）
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1　 人口

15歳未満人口 15～64歳人口 65~74歳以上人口 75歳以上人口 高齢化率

15歳未満人口割合 15～64歳人口割合 65~74歳以上人口割合 75歳以上人口割合

・世帯類型ごとの推移では、高齢世帯が増加しており、2020（令和２）年では全体の約28.8％を占めて
います。
・また、「夫婦と子と親」の3世代世帯が急激に減少している中、単身世帯の割合が増加しています。

・総世帯数は増加傾向にある一方、１世帯あたりの人員は減少傾向にあります。

②世帯数と世帯構成の推移

総世帯数及び世帯人員

世帯類型

出典：各年国勢調査（総務省）
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・廿日市地域及び大野地域では、人口が増加している一方、佐伯地域、吉和地域及び宮島地域では減少し
ています。

・人口は沿岸部に集中して分布しており、特に市役所周辺の市中心部の人口が多くなっています。
・佐伯地域、吉和地域及び宮島地域では、支所や市民センター等の地域の拠点周辺に一定の人口が集積
しています。

③ 地域別人口の状況

地域別人口の推移

人口分布（2020（令和2）年）

出典：各年国勢調査（総務省）
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出典：2020（令和2）年国勢調査（総務省）

廿日市 佐伯 吉和 大野 宮島

・地域別の人口構成では、特に吉和地域で高齢化率が高くなっており、約50％となっています。
・また、佐伯地域及び宮島地域においても、高齢化率は40％を超えています。

地域別人口構成（2020（令和2）年）

出典：2020（令和2）年国勢調査（総務省）
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・廿日市地域及び大野地域では、人口が増加している一方、佐伯地域、吉和地域及び宮島地域では減少し
ています。

・人口は沿岸部に集中して分布しており、特に市役所周辺の市中心部の人口が多くなっています。
・佐伯地域、吉和地域及び宮島地域では、支所や市民センター等の地域の拠点周辺に一定の人口が集積
しています。

③ 地域別人口の状況

地域別人口の推移

人口分布（2020（令和2）年）

出典：各年国勢調査（総務省）
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出典：2020（令和2）年国勢調査（総務省）

廿日市 佐伯 吉和 大野 宮島

・地域別の人口構成では、特に吉和地域で高齢化率が高くなっており、約50％となっています。
・また、佐伯地域及び宮島地域においても、高齢化率は40％を超えています。

地域別人口構成（2020（令和2）年）

出典：2020（令和2）年国勢調査（総務省）
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・自然動態では、2007（平成19）年以降、死亡数が出生数を上回る自然減が続いています。一方で、社会動態
は、2015（平成27）年以降、転入が転出を上回り、10年連続の社会増を達成しています。
・人口増減としては、自然減が社会増を上回り、2018（平成30）年以降は人口減少が続いています。

・純移動数の増加が多い年齢階級は、男女ともに「0~4歳→5~9歳」、「30~34歳→35~39歳」となってい
ます。一方で、純移動数の減少をみると、「15~19歳→20~24歳」が最も多くなっています。

④人口増減数・人口の純移動数

自然動態

出典：各年住民基本台帳人口（総務省）

出典：各年人口移動報告（総務省）

出典：自然動態、社会動態を基に計算

出典：各年国勢調査（総務省）
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2015（平成27）年→2020（令和2）年の年齢階級別人口移動

転入 転出 社会増減

自然増減 社会増減 人口増減数

・出生数は、減少傾向にあり、近年で最も多かった2014（平成26）年と比較すると、2023（令和５）年は
約200人減少しています。
・15～49歳の女性数（合計特殊出生率推計対象の年齢層）も減少傾向にあり、今後も出生数は減少する
と考えられます。
・合計特殊出生率は近年、1.3～1.5程度で推移しており、直近の2023（令和5）年は1.36で、全国平均と
比較すると高くなっています。

⑤出生数・女性数・合計特殊出生率の推移

出典：【廿日市市】各年人口動態統計（厚生労働省）及び住民基本台帳人口（総務省）に基づき本市で算出
　　　【全国】各年人口動態統計（厚生労働省）

出典：各年住民基本台帳人口（総務省）
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全国廿日市市
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・自然動態では、2007（平成19）年以降、死亡数が出生数を上回る自然減が続いています。一方で、社会動態
は、2015（平成27）年以降、転入が転出を上回り、10年連続の社会増を達成しています。
・人口増減としては、自然減が社会増を上回り、2018（平成30）年以降は人口減少が続いています。

・純移動数の増加が多い年齢階級は、男女ともに「0~4歳→5~9歳」、「30~34歳→35~39歳」となってい
ます。一方で、純移動数の減少をみると、「15~19歳→20~24歳」が最も多くなっています。

④人口増減数・人口の純移動数

自然動態

出典：各年住民基本台帳人口（総務省）

出典：各年人口移動報告（総務省）

出典：自然動態、社会動態を基に計算

出典：各年国勢調査（総務省）
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377人 増加

15~19歳 → 20~24歳 
620人減少

社会動態

人口増減

2015（平成27）年→2020（令和2）年の年齢階級別人口移動

転入 転出 社会増減

自然増減 社会増減 人口増減数

・出生数は、減少傾向にあり、近年で最も多かった2014（平成26）年と比較すると、2023（令和５）年は
約200人減少しています。
・15～49歳の女性数（合計特殊出生率推計対象の年齢層）も減少傾向にあり、今後も出生数は減少する
と考えられます。
・合計特殊出生率は近年、1.3～1.5程度で推移しており、直近の2023（令和5）年は1.36で、全国平均と
比較すると高くなっています。

⑤出生数・女性数・合計特殊出生率の推移

出典：【廿日市市】各年人口動態統計（厚生労働省）及び住民基本台帳人口（総務省）に基づき本市で算出
　　　【全国】各年人口動態統計（厚生労働省）

出典：各年住民基本台帳人口（総務省）

867

925
900

856

906

821
799

751

793

739
716

500

550

600

650

700

750

800

850

900

950

2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年

（人）

23,964
23,590 23,404 23,286 23,110 22,835

22,415 22,170
21,869

21,402
21,045

15,000

20,000

25,000

2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年

（人）

1.32

1.45

1.44
1.41

1.51

1.41
1.38

1.33

1.43

1.37 1.36

1.43

1.42

1.45 1.44

1.43
1.42

1.36
1.33

1.30
1.26

1.20

1.00

1.10

1.20

1.30

1.40

1.50

1.60

2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年

（人）

出生数の推移

15～49歳の女性数の推移

合計特殊出生率の推移

出典：各年人口動態統計（厚生労働省）

全国廿日市市
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出典：2020（令和2）年国勢調査（総務省）を基に作成

・2020（令和２）年における通勤通学の状況を見ると、流入・流出ともに広島市が多くなって
います。
・広島県内に加えて、岩国市や和木町など山口県東部との地域間移動も一定数あります。

⑥通勤通学の状況

廿日市市に従業・通学する者の状況（日中の流入人口）

廿日市市外に従業・通学する者の状況（日中の流出人口）
（単位：人）

（単位：人）

・「木材・木製品」、「食料品」は、純移輸出額及び特化係数が特に高い産業です。「道路輸送」、「印
刷・製版・製本」が次に高い産業であり、これらの産業は本市で強みのある産業といえます。
・宿泊業は、観光需要を中心に本市の強みである産業の一つですが、調査時点では、新型コロ
ナウイルス感染症拡大の影響を大きく受けていると考えられます。

産業部門別対全国特化係数（粗付加価値額）と純移輸出額（2021年、70部門）

出典：令和６年度産業構造調査（廿日市市）

 

 
 

 

食料品 

木材・木製品 

拡大 

宿泊業 

2　 産業
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出典：2020（令和2）年国勢調査（総務省）を基に作成

・2020（令和２）年における通勤通学の状況を見ると、流入・流出ともに広島市が多くなって
います。
・広島県内に加えて、岩国市や和木町など山口県東部との地域間移動も一定数あります。

⑥通勤通学の状況

廿日市市に従業・通学する者の状況（日中の流入人口）

廿日市市外に従業・通学する者の状況（日中の流出人口）
（単位：人）

（単位：人）

・「木材・木製品」、「食料品」は、純移輸出額及び特化係数が特に高い産業です。「道路輸送」、「印
刷・製版・製本」が次に高い産業であり、これらの産業は本市で強みのある産業といえます。
・宿泊業は、観光需要を中心に本市の強みである産業の一つですが、調査時点では、新型コロ
ナウイルス感染症拡大の影響を大きく受けていると考えられます。

産業部門別対全国特化係数（粗付加価値額）と純移輸出額（2021年、70部門）

出典：令和６年度産業構造調査（廿日市市）
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・観光客数は、近年増加傾向にありましたが、新型コロナウイルス感染症による影響で、2020
（令和２）年、2021（令和３）年は、大きく減少しています。2022（令和４）年以降は、増加傾向
に転じ、2023（令和５）年には大きく回復しています。
・また、観光客の半数以上は、宮島地域に集中しており、2024（令和６）年は76.3％を占めてい
ます。
・宿泊客数は、観光客数と比較して低位で推移しています。

・外国人観光客数は、2019（令和元）年までは、増加傾向にありましたが、新型コロナウイルス
感染症による影響で2020（令和2）年、2021（令和3）年は大きく減少しています。2022（令
和４）年以降は、増加傾向に転じ、2024（令和６）年はコロナ禍前の2019（令和元）年を大き
く上回る約94万5千人となりました。

総観光客数・宿泊客数の推移

外国人観光客数の推移

出典：各年広島県観光客数の動向（一般社団法人広島県観光連盟）

出典：各年広島県観光客数の動向（一般社団法人広島県観光連盟）
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3　 観光

近世から現代に至る廿日市市の沿革

　近世までの本市は、約20の村で構成されていましたが、1889（明治22）年の町村制施行時に
15の町村に集約されました。この時の村名は、現在も地区名として多く引き継がれています。
　1889（明治22）年の町村制施行時に「吉和村」が誕生し、1950（昭和25）年には「大野町」と「宮
島町」が誕生しました。また、1955（昭和30）年には5つの町村が合併して「佐伯町」が、1956（昭
和31）年には「廿日市町」と4つの村が合併し、1988（昭和63）年の市制施行を経て「廿日市市」が
誕生しました。
　その後、2003（平成15）年に「佐伯町」と「吉和村」が、2005（平成17）年に「大野町」と「宮島町」
が「廿日市市」と合併し、現在の「廿日市市」となりました。

廿日市市の特性06
1　廿日市市の沿革
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・観光客数は、近年増加傾向にありましたが、新型コロナウイルス感染症による影響で、2020
（令和２）年、2021（令和３）年は、大きく減少しています。2022（令和４）年以降は、増加傾向
に転じ、2023（令和５）年には大きく回復しています。
・また、観光客の半数以上は、宮島地域に集中しており、2024（令和６）年は76.3％を占めてい
ます。
・宿泊客数は、観光客数と比較して低位で推移しています。

・外国人観光客数は、2019（令和元）年までは、増加傾向にありましたが、新型コロナウイルス
感染症による影響で2020（令和2）年、2021（令和3）年は大きく減少しています。2022（令
和４）年以降は、増加傾向に転じ、2024（令和６）年はコロナ禍前の2019（令和元）年を大き
く上回る約94万5千人となりました。

総観光客数・宿泊客数の推移

外国人観光客数の推移

出典：各年広島県観光客数の動向（一般社団法人広島県観光連盟）

出典：各年広島県観光客数の動向（一般社団法人広島県観光連盟）
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3　 観光

近世から現代に至る廿日市市の沿革

　近世までの本市は、約20の村で構成されていましたが、1889（明治22）年の町村制施行時に
15の町村に集約されました。この時の村名は、現在も地区名として多く引き継がれています。
　1889（明治22）年の町村制施行時に「吉和村」が誕生し、1950（昭和25）年には「大野町」と「宮
島町」が誕生しました。また、1955（昭和30）年には5つの町村が合併して「佐伯町」が、1956（昭
和31）年には「廿日市町」と4つの村が合併し、1988（昭和63）年の市制施行を経て「廿日市市」が
誕生しました。
　その後、2003（平成15）年に「佐伯町」と「吉和村」が、2005（平成17）年に「大野町」と「宮島町」
が「廿日市市」と合併し、現在の「廿日市市」となりました。

廿日市市の特性06
1　廿日市市の沿革

近
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戸
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代
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制
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日
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明治・大正時代
（1868年～）

江戸時代
（1603年～）

鎌倉時代
（1185年～）

平安時代
（794年～）

古墳時代
（250年～）

後期旧石器時代
（約35000年前～）

室町時代中期
（1444年～）

冠高原や吉和盆地一帯で、吉和地域の
冠山（標高 1,339ｍ）から噴出した
良質の安山岩を加工していた遺跡が
数多く確認されている

厳島神社、
２度目の火災に見舞われる 「三郎次郎詫状」（「小田家文書」）

において、「廿日市」の地名が
初めて史料で確認

毛利元就、厳島で
陶晴賢を破る（厳島合戦）

「宮島彫り」や「角盆」（刳り物）が製作される

「紅葉形焼饅頭」の販売
開始、宮島銘菓 もみじ
饅頭の誕生

廿日市で家具小物を作って
いた本郷東平らが、現在の
形であるけん玉を製造

安芸１国と備後国の８郡をあわせた芸
備16郡が広島藩領とされ、福島正則が
知行する
林産物の取締所を廿日市に設置
－廿日市宿が西国街道の宿駅としての
　機能を備える

厳島神社、
火災に見舞われる

平清盛によって厳島神社が
現在の規模に造営される

厳島神社の創建と伝わる

1168（仁安3）年

1207（承元元）年

1223（貞応2）年

1555（天文24）年

1454（享徳3）年

1887（明治20）年

1617（元和3）年

1906（明治39）年

山陽鉄道が開通、「あなご
めし」（あなご丼）や「あな
ご寿司」が駅弁として厳
島神社の参拝客に売り出
され、広範囲に知れ渡る

1897（明治30）年

1921（大正10）年

593（推古元）年

2　 廿日市市の歴史

－「宮島市」が年４回、それぞれ 10 日から
　１か月程度、藩公認で開かれる。歌舞伎・
　人形浄瑠璃・芝居等に加えて、富くじも
　盛大に開催された

昭和時代
（1926年～）

広電宮島線全線開通

枕崎台風 

大野中学校、厳島中学校（現 宮島中学
校）、廿日市中学校、吉和中学校開校

七尾中学校開校

厳島全島が特別史跡及び
特別名勝に指定

宮島競艇場完成

渡の瀬ダム完成

友和中学校・三興中学校・玖島中学校が統
合して佐伯中学校開校

小瀬川ダム完成

木材港埋立竣工

阿品台中学校開校

中国縦貫自動車道開通

大野東中学校開校

山陽自動車道（廿日市～五日市）
開通

JR宮内串戸駅を設置

1931（昭和6）年

1945（昭和20）年

1947（昭和22）年

1949（昭和24）年

1952（昭和27）年

1954（昭和29）年

1956（昭和31）年

1969（昭和44）年

1970（昭和45）年

1976（昭和51）年

1981（昭和56）年

1983（昭和58）年

1986（昭和61）年

1987（昭和62）年

1988（昭和63）年
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（794年～）

古墳時代
（250年～）

後期旧石器時代
（約35000年前～）

室町時代中期
（1444年～）

冠高原や吉和盆地一帯で、吉和地域の
冠山（標高 1,339ｍ）から噴出した
良質の安山岩を加工していた遺跡が
数多く確認されている

厳島神社、
２度目の火災に見舞われる 「三郎次郎詫状」（「小田家文書」）

において、「廿日市」の地名が
初めて史料で確認

毛利元就、厳島で
陶晴賢を破る（厳島合戦）

「宮島彫り」や「角盆」（刳り物）が製作される

「紅葉形焼饅頭」の販売
開始、宮島銘菓 もみじ
饅頭の誕生

廿日市で家具小物を作って
いた本郷東平らが、現在の
形であるけん玉を製造

安芸１国と備後国の８郡をあわせた芸
備16郡が広島藩領とされ、福島正則が
知行する
林産物の取締所を廿日市に設置
－廿日市宿が西国街道の宿駅としての
　機能を備える

厳島神社、
火災に見舞われる

平清盛によって厳島神社が
現在の規模に造営される

厳島神社の創建と伝わる

1168（仁安3）年

1207（承元元）年

1223（貞応2）年

1555（天文24）年

1454（享徳3）年

1887（明治20）年

1617（元和3）年

1906（明治39）年

山陽鉄道が開通、「あなご
めし」（あなご丼）や「あな
ご寿司」が駅弁として厳
島神社の参拝客に売り出
され、広範囲に知れ渡る

1897（明治30）年

1921（大正10）年

593（推古元）年

2　 廿日市市の歴史

－「宮島市」が年４回、それぞれ 10 日から
　１か月程度、藩公認で開かれる。歌舞伎・
　人形浄瑠璃・芝居等に加えて、富くじも
　盛大に開催された

昭和時代
（1926年～）

広電宮島線全線開通

枕崎台風 

大野中学校、厳島中学校（現 宮島中学
校）、廿日市中学校、吉和中学校開校

七尾中学校開校

厳島全島が特別史跡及び
特別名勝に指定

宮島競艇場完成

渡の瀬ダム完成

友和中学校・三興中学校・玖島中学校が統
合して佐伯中学校開校

小瀬川ダム完成

木材港埋立竣工

阿品台中学校開校

中国縦貫自動車道開通

大野東中学校開校

山陽自動車道（廿日市～五日市）
開通

JR宮内串戸駅を設置

1931（昭和6）年

1945（昭和20）年

1947（昭和22）年

1949（昭和24）年

1952（昭和27）年

1954（昭和29）年

1956（昭和31）年

1969（昭和44）年

1970（昭和45）年

1976（昭和51）年

1981（昭和56）年

1983（昭和58）年

1986（昭和61）年

1987（昭和62）年

1988（昭和63）年
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平成時代
（1989年～）

佐伯町総合スポーツ公園
（現 佐伯総合スポーツ公園）完成

廿日市市スポーツセンター（サンチェリー）完成

宮島学園（宮島小学校・
宮島中学校）開校 

●フランスのモン・サン＝ミッシェル市
と観光友好都市提携
●吉和学園（吉和小学校・吉和中学校）開校

●第51回国民体育大会（ひろしま国体）
柔道・山岳・剣道競技会開催
●厳島神社、ユネスコの世界文化遺産に登録

木材港Ⅱ期埋立竣工

JR前空駅を設置

●けん玉の生産が復活
●広島はつかいち大橋開通
●芸予地震

●けん玉の市内での生産が中止
●ニュージーランドの
マスタートン市と姉妹都市提携

JR阿品駅を設置

●野坂中学校開校
●広島岩国道路全面開通

四季が丘中学校開校
2001（平成13）年

1993（平成5）年

1995（平成7）年

1996（平成8）年

1997（平成9）年

1998（平成10）年

2008（平成20）年

2009（平成21）年

2000（平成12）年

1989（平成元）年

1990（平成2）年

1991（平成3）年

令和時代
（2019年～）

ＡＳＴＣアジアトライアスロン選手権開催
（2021、2024年も開催）

門前町である宮島の市街地の一
部が、「重要伝統的建造物群保存
地区」に選定

●「紅葉谷川庭園砂防施
設」が、戦後に造られた
土木施設の代表事例の
１つとして、全国初の
重要文化財に指定
●女子野球タウン認定

●宮島の一部（砂浜海岸、塩性湿地、河川等）が
ラムサール条約に登録
●下平良二丁目地区埋立竣工

廿日市駅北地区土地区画
整理事業が完了

アメリカのハワイ郡ハワイ州と
姉妹都市提携

はつかいちエネルギー
クリーンセンターが完成

●G7広島サミット開催　
G7各国首脳が宮島訪問
●宮島訪問税　徴収開始
（10月から）

2017（平成29）年

2019（平成31）年

宮島水族館がグランドオープン

「第１回けん玉ワールドカップ」が開催

●玖島小学校が友和小学校に、浅原小学校
が津田小学校に統合
●大野学園（大野西小学校・大野中学校）開校

2014（平成26）年

2024（令和6）年

2016（平成28）年

2020（令和2）年

2021（令和3）年

2015（平成27）年

2012（平成24）年

2023（令和5）年

2011（平成23）年
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と観光友好都市提携
●吉和学園（吉和小学校・吉和中学校）開校
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木材港Ⅱ期埋立竣工

JR前空駅を設置
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●広島はつかいち大橋開通
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●ニュージーランドの
マスタートン市と姉妹都市提携
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●広島岩国道路全面開通
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2001（平成13）年

1993（平成5）年

1995（平成7）年

1996（平成8）年

1997（平成9）年

1998（平成10）年

2008（平成20）年

2009（平成21）年

2000（平成12）年

1989（平成元）年

1990（平成2）年

1991（平成3）年

令和時代
（2019年～）

ＡＳＴＣアジアトライアスロン選手権開催
（2021、2024年も開催）

門前町である宮島の市街地の一
部が、「重要伝統的建造物群保存
地区」に選定

●「紅葉谷川庭園砂防施
設」が、戦後に造られた
土木施設の代表事例の
１つとして、全国初の
重要文化財に指定
●女子野球タウン認定

●宮島の一部（砂浜海岸、塩性湿地、河川等）が
ラムサール条約に登録
●下平良二丁目地区埋立竣工

廿日市駅北地区土地区画
整理事業が完了

アメリカのハワイ郡ハワイ州と
姉妹都市提携

はつかいちエネルギー
クリーンセンターが完成

●G7広島サミット開催　
G7各国首脳が宮島訪問
●宮島訪問税　徴収開始
（10月から）

2017（平成29）年

2019（平成31）年

宮島水族館がグランドオープン

「第１回けん玉ワールドカップ」が開催

●玖島小学校が友和小学校に、浅原小学校
が津田小学校に統合
●大野学園（大野西小学校・大野中学校）開校
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位置と地勢

●多様な自然環境を有するまち

宮島

十方山

厳島神社 大鳥居

本市は、広島県の南西部に位置し、北は安芸太田町及び島根県、東は広島
市、西は大竹市及び山口県に接し、南は瀬戸内海に面しています。面積は
489.49k㎡で、広島県面積の約5.8％を占めています。

　西中国山地国定公園に指定されている

山々や瀬戸内海国立公園に指定されている

島しょ部など、山間部と沿岸部それぞれに

多様な環境を有する自然に恵まれたまちで

す。山間部では、キャンプやスキーといった

アウトドアアクティビティを一年中楽しむこ

とができます。沿岸部では、宮島の海岸の一

部がラムサール条約湿地に指定されている

ほか、弥山原始林は厳島神社とともに世界

遺産に登録されています。

●魅力的な地域資源を有するまち

　先人から受け継いできた歴史や文化、そし

て自然を活かした魅力的な地域資源が数多く

あるまちです。その中でも世界遺産「厳島神

社」のある宮島は、毎年多くの観光客が訪れ本

市を代表する観光地となっています。その他

にも、めがひらスキー場、西国街道、津和野街

道石畳道、宮浜温泉など各地域に魅力的な資

源を有しています。

3　廿日市市の魅力 ●快適に暮らせるまち

廿日市市中心部

　市中心部に医療、商業、文化等の施設が集積した生活機能が

充実したまちです。また山間部を横断する高速道路や沿岸部を

走る鉄道など交通アクセスが整っており、都市的な生活と自然

豊かな環境の両方を楽しむことができます。こうした環境から

移住者も増加しており、10年連続（2024（令和6）年時点）で転

入超過となっています。
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 潮原温泉 中国自動車道
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・広島
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瀬戸内海
国立公園

西中国山地
国定公園

広島佐伯CC

ボートレース宮島

さいき文化センター

広島紅葉CC
広島西CC

大野IC

海の見える杜美術館

妹背の滝
まるくる大野大頭神社
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広島県
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スポーツ・
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JR山陽本線
広電宮島線
主な航路

凡　例

●

ラムサール条約湿地

宮島ロープウエー

さくらぴあ

津和野街道石畳道
佐伯総合
スポーツ公園

おおの
自然観察の森

宮島スマートIC

速谷神社

道の駅スパ羅漢

　西中国山地国定公園の山々や、ラムサー
ル条約湿地、弥山原始林など、山間部、沿
岸部それぞれに多様な自然環境を有する。

　世界遺産「厳島神社」をは
じめ、各地域において、歴史や
文化、自然を活かした魅力的
な地域資源を有する。

　市中心部に医療、商業、文化等の機能が集積している。
　また、「未来物流産業団地造成事業」や、観光・交流・工
業機能を有する「新機能都市開発事業」、広島都市圏西
部の拠点にふさわしいにぎわい・魅力を創出する「シビッ
クコア地区整備事業」などを推進している。

鷹の巣GC

廿日市IC

地御前神社グリーンフィールド

サンチェリー

多様性を有する廿日市市
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位置と地勢

●多様な自然環境を有するまち

宮島

十方山

厳島神社 大鳥居

本市は、広島県の南西部に位置し、北は安芸太田町及び島根県、東は広島
市、西は大竹市及び山口県に接し、南は瀬戸内海に面しています。面積は
489.49k㎡で、広島県面積の約5.8％を占めています。

　西中国山地国定公園に指定されている

山々や瀬戸内海国立公園に指定されている

島しょ部など、山間部と沿岸部それぞれに

多様な環境を有する自然に恵まれたまちで

す。山間部では、キャンプやスキーといった

アウトドアアクティビティを一年中楽しむこ

とができます。沿岸部では、宮島の海岸の一

部がラムサール条約湿地に指定されている

ほか、弥山原始林は厳島神社とともに世界

遺産に登録されています。

●魅力的な地域資源を有するまち

　先人から受け継いできた歴史や文化、そし

て自然を活かした魅力的な地域資源が数多く

あるまちです。その中でも世界遺産「厳島神

社」のある宮島は、毎年多くの観光客が訪れ本

市を代表する観光地となっています。その他

にも、めがひらスキー場、西国街道、津和野街

道石畳道、宮浜温泉など各地域に魅力的な資

源を有しています。

3　廿日市市の魅力 ●快適に暮らせるまち

廿日市市中心部

　市中心部に医療、商業、文化等の施設が集積した生活機能が

充実したまちです。また山間部を横断する高速道路や沿岸部を

走る鉄道など交通アクセスが整っており、都市的な生活と自然

豊かな環境の両方を楽しむことができます。こうした環境から

移住者も増加しており、10年連続（2024（令和6）年時点）で転

入超過となっています。
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立野キャンプ場

瀬戸の滝

十方山

冠山
 潮原温泉 中国自動車道

もみのき
森林公園フォレスト

アドベンチャー
・広島

吉和IC

MRC乗馬クラブ広島

万古渓

佐伯国際
アーチェリーランド

極樂寺

厳島神社

大
聖
院

大
願
寺

国
民
宿
舎
み
や
じ
ま
杜
の
宿

包ヶ浦自然公園

瀬戸内海
国立公園

西中国山地
国定公園

広島佐伯CC

ボートレース宮島

さいき文化センター

広島紅葉CC
広島西CC

大野IC

海の見える杜美術館

妹背の滝
まるくる大野大頭神社

経小屋山森林公園

宮浜温泉

山陽自動車道

宮
島
水
族
館（
み
や
じ
マ
リ
ン
）

広島乗馬クラブ

乗馬クラブ吉和

岩倉キャンプ場

アルカディアキャンプ場

瀬戸内海国立公園芸南CC

女鹿平温泉クヴェーレ吉和
めがひらスキー場
ウッドワン美術館

広島県

公的宿泊施設
温泉
スポーツ・
レクリエーション施設
文化施設
景勝地
国立公園・国定公園
湿地

高速道路
　インターチェンジ
　スマートインターチェンジ

主要地方道

その他の主な道路

国道等

JR山陽本線
広電宮島線
主な航路

凡　例

●

ラムサール条約湿地

宮島ロープウエー

さくらぴあ

津和野街道石畳道
佐伯総合
スポーツ公園

おおの
自然観察の森

宮島スマートIC

速谷神社

道の駅スパ羅漢

　西中国山地国定公園の山々や、ラムサー
ル条約湿地、弥山原始林など、山間部、沿
岸部それぞれに多様な自然環境を有する。

　世界遺産「厳島神社」をは
じめ、各地域において、歴史や
文化、自然を活かした魅力的
な地域資源を有する。

　市中心部に医療、商業、文化等の機能が集積している。
　また、「未来物流産業団地造成事業」や、観光・交流・工
業機能を有する「新機能都市開発事業」、広島都市圏西
部の拠点にふさわしいにぎわい・魅力を創出する「シビッ
クコア地区整備事業」などを推進している。

鷹の巣GC

廿日市IC

地御前神社グリーンフィールド

サンチェリー

多様性を有する廿日市市
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●特徴的な産業を有するまち
　本市の産業は、主に宮島を中心とした観光関連産業や「木のまち」として古い歴史を持つ木材・木製

品製造業、工場等が多く立地する食料品製造業が中心となっています。

　また、山間部では、豊かな自然を活かした特産品が数多くあるほか、沿岸部ではかきやあさりなど

の養殖が盛んに行われるなど、それぞれの特色を活かした産品が各地域にあります。

廿日市市の産業

433

2

186

488

186

30

30

42

42

488

2

 中国
自動車道

山陽自動車道

高速道路
　インターチェンジ
　スマートインターチェンジ

主要地方道

その他の主な道路

国道等

JR山陽本線
広電宮島線
主な航路

凡　例

かき

あさり

ほうれんそう

栗、にんじん、じゃがいも、長ナス、
米、いちご

わさび

ほうれんそう

米
ルバーブ

ばら

錦鯉

広島サーモン

アマゴ
アユ

あわび茸
舞茸

木材、木製品製造

改良めだか

いちご

なし

ほうれんそう

ぶどう

佐伯長ナス

　柔らかい肉質が特徴の
30cmを超すなす。佐伯地
域で栽培されている。

わさび

　冠山、十方山の湧き水
を利用して栽培された、自
然に恵まれた吉和地域な
らではの特産品。わさびを
活用した多様なグルメな
ども開発されている。

広島県

　1921（大正10）年に市
内木工メーカーが製造し
た「日月ボール」が現在の
けん玉の原型。2014（平成
26）年度以降、市内でけん
玉ワールドカップが開催
されるなど、本市の地域資
源として愛されている。

けん玉けん玉

　佐伯地域、吉和地域では
昔から林業が盛んである。

林業林業

　江戸時代から焼かれ始
めたと伝えられている、広
島県指定伝統的工芸品。
厳島神社本殿下の砂を入
れたことから「お砂焼」の
名でも知られている。

宮島焼（宮島御砂焼）宮島焼（宮島御砂焼）

　江戸時代の終わり頃から伝わ
ったとされている木工芸品。厳
島神社などの建設のために、鎌
倉・京都から宮大工や指物師が
招かれ、その技術の流れをくみ
、現在に受け継がれている。経
済産業大臣指定伝統的工芸品。

宮島細工宮島細工

プラム

酪農

養豚
いちご

木材、木製品製造
食品製造

ブルーベリー

大野あさり

　宮島との間に広がる天
然の干潟と穏やかな潮流
に恵まれた大野瀬戸で、
古くから養殖が行われて
きた。手掘りで収穫され、
大粒で味が濃いことが特
徴である。

かき

　全国1位を誇る広島県
のかき生産量の約6分の1
を占めており、太田川源流
や宮島の原始林から染み
出す栄養素が、かきの生
育を支えている。本市のか
き養殖は、地御前、大野瀬
戸、宮島の３つの地域で
生産される。

宮島細工

宮島焼

木材、木製品製造
食品製造

　明治時代に誕生した、宮
島発祥の和菓子。歴史を追
うごとに様々な種類の商品
が開発されてきた。

もみじ饅頭もみじ饅頭

いちご

木材港

　本市は西日本有数の木
材専門港である木材港を
有しており、本港付近を中
心に、木工製品がつくられ
ている。また、こどもから大
人まで、様々な木工体験を
楽しめる施設「木材利用セ
ンター」も立地している。

　市の面積の85％以上の
森林を活かした林業や、国
外からの木材調達を基盤
に、製材業や住宅関連、家
具・インテリア産業等が発
展。「木のまち はつかいち
」として木材関連産業は市
経済を牽引する成長産業
の一つとなっている。

木材・木製品木材・木製品はつかいちご

　温暖な気候を活かして、
加工用いちごを栽培。市
内で獲れるいちごを「は
つかいちご」としてブラン
ディングし、生産量の増加
や加工品開発に取り組ん
でいる。

まちづくりワークショップの様子

こども防火教育の様子

G7首脳による厳島神社訪問

ハワイ郡との姉妹都市提携調印式

●まちづくり活動が盛んなまち

　まちづくり活動が活発に行われており、

生涯学習や福祉、教育、防災など様々な活動

が行われています。中山間地域では、人口減

少等の厳しい状況にある中、RMO（地域運

営組織）設立といった、先進的な地域づくり

に取り組む地区もあります。

●世界とつながるまち

　マスタートン市（ニュージーラン

ド）、ハワイ郡（アメリカ合衆国）と姉妹

都市提携を、モン・サン＝ミッシェル市

（フランス）と観光友好都市提携を結ん

でいるほか、基隆市（台湾）と教育交流

を実施するなど、国際交流に積極的に

取り組んでいます。また、2023（令和

５）年のG7広島サミットの際には、各

国首脳が厳島神社を訪問し、世界にそ

の存在感をアピールしました。今後、市

内における外国人労働者も増加するこ

とが予想されており、ますます世界と

の距離は近くなります。
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●特徴的な産業を有するまち
　本市の産業は、主に宮島を中心とした観光関連産業や「木のまち」として古い歴史を持つ木材・木製

品製造業、工場等が多く立地する食料品製造業が中心となっています。

　また、山間部では、豊かな自然を活かした特産品が数多くあるほか、沿岸部ではかきやあさりなど

の養殖が盛んに行われるなど、それぞれの特色を活かした産品が各地域にあります。

廿日市市の産業

433

2

186

488

186

30

30

42

42

488

2

 中国
自動車道

山陽自動車道

高速道路
　インターチェンジ
　スマートインターチェンジ

主要地方道

その他の主な道路

国道等

JR山陽本線
広電宮島線
主な航路

凡　例

かき

あさり

ほうれんそう

栗、にんじん、じゃがいも、長ナス、
米、いちご

わさび

ほうれんそう

米
ルバーブ

ばら

錦鯉

広島サーモン

アマゴ
アユ

あわび茸
舞茸

木材、木製品製造

改良めだか

いちご

なし

ほうれんそう

ぶどう

佐伯長ナス

　柔らかい肉質が特徴の
30cmを超すなす。佐伯地
域で栽培されている。

わさび

　冠山、十方山の湧き水
を利用して栽培された、自
然に恵まれた吉和地域な
らではの特産品。わさびを
活用した多様なグルメな
ども開発されている。

広島県

　1921（大正10）年に市
内木工メーカーが製造し
た「日月ボール」が現在の
けん玉の原型。2014（平成
26）年度以降、市内でけん
玉ワールドカップが開催
されるなど、本市の地域資
源として愛されている。

けん玉けん玉

　佐伯地域、吉和地域では
昔から林業が盛んである。

林業林業

　江戸時代から焼かれ始
めたと伝えられている、広
島県指定伝統的工芸品。
厳島神社本殿下の砂を入
れたことから「お砂焼」の
名でも知られている。

宮島焼（宮島御砂焼）宮島焼（宮島御砂焼）

　江戸時代の終わり頃から伝わ
ったとされている木工芸品。厳
島神社などの建設のために、鎌
倉・京都から宮大工や指物師が
招かれ、その技術の流れをくみ
、現在に受け継がれている。経
済産業大臣指定伝統的工芸品。

宮島細工宮島細工

プラム

酪農

養豚
いちご

木材、木製品製造
食品製造

ブルーベリー

大野あさり

　宮島との間に広がる天
然の干潟と穏やかな潮流
に恵まれた大野瀬戸で、
古くから養殖が行われて
きた。手掘りで収穫され、
大粒で味が濃いことが特
徴である。

かき

　全国1位を誇る広島県
のかき生産量の約6分の1
を占めており、太田川源流
や宮島の原始林から染み
出す栄養素が、かきの生
育を支えている。本市のか
き養殖は、地御前、大野瀬
戸、宮島の３つの地域で
生産される。

宮島細工

宮島焼

木材、木製品製造
食品製造

　明治時代に誕生した、宮
島発祥の和菓子。歴史を追
うごとに様々な種類の商品
が開発されてきた。

もみじ饅頭もみじ饅頭

いちご

木材港

　本市は西日本有数の木
材専門港である木材港を
有しており、本港付近を中
心に、木工製品がつくられ
ている。また、こどもから大
人まで、様々な木工体験を
楽しめる施設「木材利用セ
ンター」も立地している。

　市の面積の85％以上の
森林を活かした林業や、国
外からの木材調達を基盤
に、製材業や住宅関連、家
具・インテリア産業等が発
展。「木のまち はつかいち
」として木材関連産業は市
経済を牽引する成長産業
の一つとなっている。

木材・木製品木材・木製品はつかいちご

　温暖な気候を活かして、
加工用いちごを栽培。市
内で獲れるいちごを「は
つかいちご」としてブラン
ディングし、生産量の増加
や加工品開発に取り組ん
でいる。

まちづくりワークショップの様子

こども防火教育の様子

G7首脳による厳島神社訪問

ハワイ郡との姉妹都市提携調印式

●まちづくり活動が盛んなまち

　まちづくり活動が活発に行われており、

生涯学習や福祉、教育、防災など様々な活動

が行われています。中山間地域では、人口減

少等の厳しい状況にある中、RMO（地域運

営組織）設立といった、先進的な地域づくり

に取り組む地区もあります。

●世界とつながるまち

　マスタートン市（ニュージーラン

ド）、ハワイ郡（アメリカ合衆国）と姉妹

都市提携を、モン・サン＝ミッシェル市

（フランス）と観光友好都市提携を結ん

でいるほか、基隆市（台湾）と教育交流

を実施するなど、国際交流に積極的に

取り組んでいます。また、2023（令和

５）年のG7広島サミットの際には、各

国首脳が厳島神社を訪問し、世界にそ

の存在感をアピールしました。今後、市

内における外国人労働者も増加するこ

とが予想されており、ますます世界と

の距離は近くなります。
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新機能都市開発事業と未来物流産業団地造成事業

●未来を見据え挑戦するまち
　2022（令和４）年に「ゼロカーボンシティ宣言」、2024（令和６）年に「こどもが主役のまち　はつか

いち宣言」を行うなど、社会潮流を踏まえた施策に積極的に取り組んでいます。

　また、人口減少・少子高齢化が進展する中においても、都市機能を維持し、更なるにぎわいと魅力を

創出するため、新たな都市活力を創出する拠点として、観光・交流エリアと工業施設用地を有する新

機能都市開発事業を推進するほか、雇用の確保や住工混在の解消、コンパクトシティの形成等に向け

て、未来物流産業団地造成事業とシビックコア地区整備事業を推進しています。

広電廿日市市役所前駅
JR廿日市駅

宮島SIC
（宮島SA）

国道４３３号 新機能都市開発事業

未来物流産業団地
造成事業

国道２号西広島バイパス

（2024（令和6）年12月撮影）
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●小学生、中学生、高校生、大学生では、「活気」や「楽しい」がキーワードとして挙がって
おり、住んでいてワクワク感を感じるまちづくりが望まれています。
●特に若い世代を中心に「こどもに優しい」、「子育てしやすい」と
　思うようなまちづくりが求められています。
●高齢者では、医療・福祉や公共交通といった生活環境の充実や
　あらゆる面において「優しさ」を感じるまちづくりが求められています。

みんなで描いたまちの将来像

　総合計画の策定にあたっては、アンケート調査やヒアリング調査、ワーク
ショップの開催を通じて、市民や本市にゆかりのある方など、多くの方から意
見をいただきました。

本市のまちづくりのターゲットに
合わせ、小学生、中学生、高校生、大
学生、子育て世代、若者移住者、高齢
者を対象に、まちづくりのニーズを
把握するアンケート調査を実施し
ました。

将来像に関するキーワードをテキストマイニング※を用いて抽出しました。

市民アンケート

主
な
意
見

小学生
中学生
高校生

938
862
683

大学生
20代
30代

91
130
249

40代
50代
65歳以上

95
95
460

合計 3,603

■回答者の属性

※テキストマイニングとは、文章を単語やフレーズに分解し、その意味を解析し、有益な情
　報を抽出する技術のことです。赤字が動詞、青字が名詞、緑字が形容詞を示しています。
出典：ユーザーローカル テキストマイニングツール（ https://textmining.userlocal.jp/ ）による分析

「こども」や「自然」、「豊
かさ」なども複数の世代
で共通するキーワード
となっています。

「住みやすい」や「暮ら
し」に関する単語が将来
像のキーワードとして
多く挙がっています。

若者移住者 小学生

子育て世代 中学生

高齢者 高校生 大学生

01
まちづくりに関係する各分野の団体や事業者を対象に計19回のヒアリングを
実施し、各分野の魅力やセールスポイント、目指すべき姿を聞き取りました。

団体・事業者ヒアリング

●本市の強みとして歴史文化や自然環境、広島市に近い立地条件等が挙げられています。
　また、恵まれた住環境や充実した子育て支援などもまちの魅力として挙げられています。
●目指す姿では、地域や年代などにかかわらず、誰もが暮らしやすいまちが求められています。
●恵まれた歴史文化や地域資源を活かした観光客や移住者に選ばれるまちづくりも重要な
方向性として捉えられています。

主
な
意
見

分野 　　　魅力・セールスポイント 　　　　　　将来なってほしいまちの姿・イメージ

こども・
子育て・
教育

健 康・
福 祉

安 全・
安 心

産 業

生涯学習・
スポーツ・
文化

都市基盤・
環境

・県外からの問い合わせなどで、「子育てしや
すいまち」と言われることが多い
・個性ある保育園や幼稚園が多く、子育て家
庭にとって選択肢が多い

・伝統的工芸品を有していること
・歴史も含め、文化的な素養が深いまちである
・女子野球タウンであること

・広島市中心部からのアクセスが良く、高速道
路等の交通インフラが充実
・都市がコンパクトで生活に必要なものが住居
の近くで簡単に手に入るので便利
・自然環境が充実

・市民センターが地域に密着して活動しよう
としている

・宮島があり、観光客を呼び込める
・広島市という大きなマーケットに隣接
・市内の標高差が大きく、年間を通して多様な
特産品を供給可能
・木材加工や食品製造など特徴的な産業が立地
・平良丘陵開発及び未来物流産業団地造成事業
によって人の流れや流通市場が盛んになる

・５地域の消防団の連携が進んでおり、大規
模災害に対応可能

・市総合健康福祉センターの相談支援拠点整備
による福祉部門のワンストップ対応が可能
・行政や関係団体間の多数の連携が進んでいる

・社会全体でこどもから高齢者までがいきいき
と生活できるまち
・佐伯高校が地域の小中学校を巻き込んだ探究
学習を行うなど、地域に開かれた学びの推進

・誰もが気軽に声をかけあえる福祉のまち
・大人、こども、高齢者、障がいのある人など、
誰もが暮らしやすいまち

・地域住民が消防、防災活動に対して理解を深
め、地域安全に関心を持つまち
・災害が発生してもできるだけ最小限の被害
にとどめる地域づくり

・市産材のブランド化を目指し、生産、製造、販
売の「木のまち」を目指してほしい
・歴史、自然、文化を守りつつ、世界中から訪れ
た観光客に喜びと感動を与える島（まち）
・働く人に選ばれるまち
・仕事と暮らしが近いまちはつかいち

・「文化度の高いまち」を目指してほしい
・「廿日市市らしい」文化を明確にしていく
・多世代がスポーツに親しみやすいまちづくり

・中山間地域でも暮らしやすいまち
・交通インフラ、ショッピングセンター、医療
機関、教育機関などの充実が必要

・すべての市民がワンチームの廿日市市とし
て手を携えて地域のまちづくり活動に取り
組んでいる

地域づくり・
人権・

多文化共生
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●小学生、中学生、高校生、大学生では、「活気」や「楽しい」がキーワードとして挙がって
おり、住んでいてワクワク感を感じるまちづくりが望まれています。
●特に若い世代を中心に「こどもに優しい」、「子育てしやすい」と
　思うようなまちづくりが求められています。
●高齢者では、医療・福祉や公共交通といった生活環境の充実や
　あらゆる面において「優しさ」を感じるまちづくりが求められています。

みんなで描いたまちの将来像

　総合計画の策定にあたっては、アンケート調査やヒアリング調査、ワーク
ショップの開催を通じて、市民や本市にゆかりのある方など、多くの方から意
見をいただきました。

本市のまちづくりのターゲットに
合わせ、小学生、中学生、高校生、大
学生、子育て世代、若者移住者、高齢
者を対象に、まちづくりのニーズを
把握するアンケート調査を実施し
ました。

将来像に関するキーワードをテキストマイニング※を用いて抽出しました。

市民アンケート

主
な
意
見

小学生
中学生
高校生

938
862
683

大学生
20代
30代

91
130
249

40代
50代
65歳以上

95
95
460

合計 3,603

■回答者の属性

※テキストマイニングとは、文章を単語やフレーズに分解し、その意味を解析し、有益な情
　報を抽出する技術のことです。赤字が動詞、青字が名詞、緑字が形容詞を示しています。
出典：ユーザーローカル テキストマイニングツール（ https://textmining.userlocal.jp/ ）による分析

「こども」や「自然」、「豊
かさ」なども複数の世代
で共通するキーワード
となっています。

「住みやすい」や「暮ら
し」に関する単語が将来
像のキーワードとして
多く挙がっています。

若者移住者 小学生

子育て世代 中学生

高齢者 高校生 大学生

01
まちづくりに関係する各分野の団体や事業者を対象に計19回のヒアリングを
実施し、各分野の魅力やセールスポイント、目指すべき姿を聞き取りました。

団体・事業者ヒアリング

●本市の強みとして歴史文化や自然環境、広島市に近い立地条件等が挙げられています。
　また、恵まれた住環境や充実した子育て支援などもまちの魅力として挙げられています。
●目指す姿では、地域や年代などにかかわらず、誰もが暮らしやすいまちが求められています。
●恵まれた歴史文化や地域資源を活かした観光客や移住者に選ばれるまちづくりも重要な
方向性として捉えられています。

主
な
意
見

分野 　　　魅力・セールスポイント 　　　　　　将来なってほしいまちの姿・イメージ

こども・
子育て・
教育

健 康・
福 祉

安 全・
安 心

産 業

生涯学習・
スポーツ・
文化

都市基盤・
環境

・県外からの問い合わせなどで、「子育てしや
すいまち」と言われることが多い
・個性ある保育園や幼稚園が多く、子育て家
庭にとって選択肢が多い

・伝統的工芸品を有していること
・歴史も含め、文化的な素養が深いまちである
・女子野球タウンであること

・広島市中心部からのアクセスが良く、高速道
路等の交通インフラが充実
・都市がコンパクトで生活に必要なものが住居
の近くで簡単に手に入るので便利
・自然環境が充実

・市民センターが地域に密着して活動しよう
としている

・宮島があり、観光客を呼び込める
・広島市という大きなマーケットに隣接
・市内の標高差が大きく、年間を通して多様な
特産品を供給可能
・木材加工や食品製造など特徴的な産業が立地
・平良丘陵開発及び未来物流産業団地造成事業
によって人の流れや流通市場が盛んになる

・５地域の消防団の連携が進んでおり、大規
模災害に対応可能

・市総合健康福祉センターの相談支援拠点整備
による福祉部門のワンストップ対応が可能
・行政や関係団体間の多数の連携が進んでいる

・社会全体でこどもから高齢者までがいきいき
と生活できるまち
・佐伯高校が地域の小中学校を巻き込んだ探究
学習を行うなど、地域に開かれた学びの推進

・誰もが気軽に声をかけあえる福祉のまち
・大人、こども、高齢者、障がいのある人など、
誰もが暮らしやすいまち

・地域住民が消防、防災活動に対して理解を深
め、地域安全に関心を持つまち
・災害が発生してもできるだけ最小限の被害
にとどめる地域づくり

・市産材のブランド化を目指し、生産、製造、販
売の「木のまち」を目指してほしい
・歴史、自然、文化を守りつつ、世界中から訪れ
た観光客に喜びと感動を与える島（まち）
・働く人に選ばれるまち
・仕事と暮らしが近いまちはつかいち

・「文化度の高いまち」を目指してほしい
・「廿日市市らしい」文化を明確にしていく
・多世代がスポーツに親しみやすいまちづくり

・中山間地域でも暮らしやすいまち
・交通インフラ、ショッピングセンター、医療
機関、教育機関などの充実が必要

・すべての市民がワンチームの廿日市市とし
て手を携えて地域のまちづくり活動に取り
組んでいる

地域づくり・
人権・

多文化共生
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中山間地域に位置する佐伯地域、吉和地域で地域の将来像や抱えている課題、
今後必要となる取組、地域が目指すべき姿について話し合いました。

地域づくり会議

●人口減少等の多くの課題を抱える中山間地域ですが、これからも
自然や住民同士のつながりといった強みを活かして、「変わらな
い」暮らしを続けていきたいという意見が多くありました。
●また、将来のまちづくりに向けては「安心して暮らせる環境づく
り」、「移住・定住の促進」などのキーワードが多く出ました。

主
な
意
見

佐伯地域づくり円卓会議

吉和地域づくり会議

各地区から計35名が集まり、佐伯地域でこ
れからも大切にしていきたいこと、理想の
将来像など3つのテーマについて話し合い
ました。会議終了後には、「同じ思いを持つ
人とつながりができたことを嬉しく思う」
という感想が多く聞かれました。

開催概要

地域の特徴では、豊かな自然の恵みや人の
温かさ、そして歴史街道など受け継がれて
きた歴史文化が挙げられました。地域の将
来像では、交通や買物環境の充実による「安
心して暮らせる環境づくり」のほか移住定
住によってまちが活性化していることが挙
げられました。

主な意見

「吉和地域づくりプラン」で示された地域づ
くりの取組を振り返り、良かったことや課題
であったこと、これからチャレンジしていき
たいことを話し合いました。また、会議終了
後のロビーには残って話し合いを続ける参
加者の皆さんの姿があり、こうした姿からも
地域への愛情と熱い思いを感じました。

開催概要

地域の強みとして、住民同士のつながりが強
いことや、本市最北端に位置する地域性を活
かした特徴的な産物が多くあることが挙げ
られました。今後取り組みたいことでは、地
域資源を活かし、吉和全体をテーマパーク化
することや、ネット環境の整備等を行い、移
住者を増やすことなどが挙げられました。

主な意見

本市にゆかりのある中高生・大学生を含む若者が集まり、将来の夢や理想のまちの姿などに
ついて語り合いました。また、廿日市特別支援学校の高等部３年生が将来の夢と理想のまち
の姿を考え発表しました。

若者子ども夢会議

●10年後の廿日市市の姿では、「交流・つながり」、「にぎわう」に代表されるように市民同士
がつながり、交流し、活気が生まれることによって、持続的に成長するまちづくりを求め
る声が多くありました。
●その他に「外国人」、「受け入れる」などもキーワードとして挙がっており、国内国外を問
わず、多様な価値観を受け入れ、ともに歩んでいくことのできるまちづくりが望まれて
いました。

・若者がしたいことを実現し
やすいまち
・こどもと大人が気軽につな
がることができる居場所が
多いまち

・廿日市特別支援学校阿品台分校の生徒の皆さんと自分
の夢、理想のまちの姿を考えました。
・将来の夢では、自分の好きなことを活かした個性豊かな
夢をたくさん聞くことができました。
・理想のまちでは、住みやすいまちの姿やこんなお店や施
設がほしいといった具体的な意見がありました。

・地域のイベントが減少して
いるため、つながりを持て
る拠点をつくる
・就職先の選択肢が少ないた
め、高校生や大学生と企業
のつながりを増やす

・つながりのまち 廿日市市
・日本一訪れたい街で高校生
キャリア支援が始動
・廿日市市、教育改革の新時代へ
・誰もが住みやすいまち 
　廿日市市

主
な
意
見

若者子ども夢会議

若者子ども夢会議in廿日市特別支援学校

自分の夢や実現したいこと
などについて対話を重ね、最
後に暮らす人みんなが幸せ
な理想のまちの姿を考えま
した。

第1回 まちの将来像を
考えてみよう！

主な意見

理想のまちの実現に向けた
課題と課題解決に向けたア
イデアを検討し、特に「交
流・つながり」についての意
見が多く出ました。

第1回、第2回の内容をもと
に想像を膨らませ、10年後
の廿日市市が、どんなまちに
なっているかを新聞形式で
発表しました。

第2回 まちの課題と課題解決
のアイデアを考えよう！ 第3回 将来のまちを想像して、

新聞をつくろう！

【参加者が考えた新聞の標題】
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中山間地域に位置する佐伯地域、吉和地域で地域の将来像や抱えている課題、
今後必要となる取組、地域が目指すべき姿について話し合いました。

地域づくり会議

●人口減少等の多くの課題を抱える中山間地域ですが、これからも
自然や住民同士のつながりといった強みを活かして、「変わらな
い」暮らしを続けていきたいという意見が多くありました。
●また、将来のまちづくりに向けては「安心して暮らせる環境づく
り」、「移住・定住の促進」などのキーワードが多く出ました。

主
な
意
見

佐伯地域づくり円卓会議

吉和地域づくり会議

各地区から計35名が集まり、佐伯地域でこ
れからも大切にしていきたいこと、理想の
将来像など3つのテーマについて話し合い
ました。会議終了後には、「同じ思いを持つ
人とつながりができたことを嬉しく思う」
という感想が多く聞かれました。

開催概要

地域の特徴では、豊かな自然の恵みや人の
温かさ、そして歴史街道など受け継がれて
きた歴史文化が挙げられました。地域の将
来像では、交通や買物環境の充実による「安
心して暮らせる環境づくり」のほか移住定
住によってまちが活性化していることが挙
げられました。

主な意見

「吉和地域づくりプラン」で示された地域づ
くりの取組を振り返り、良かったことや課題
であったこと、これからチャレンジしていき
たいことを話し合いました。また、会議終了
後のロビーには残って話し合いを続ける参
加者の皆さんの姿があり、こうした姿からも
地域への愛情と熱い思いを感じました。

開催概要

地域の強みとして、住民同士のつながりが強
いことや、本市最北端に位置する地域性を活
かした特徴的な産物が多くあることが挙げ
られました。今後取り組みたいことでは、地
域資源を活かし、吉和全体をテーマパーク化
することや、ネット環境の整備等を行い、移
住者を増やすことなどが挙げられました。

主な意見

本市にゆかりのある中高生・大学生を含む若者が集まり、将来の夢や理想のまちの姿などに
ついて語り合いました。また、廿日市特別支援学校の高等部３年生が将来の夢と理想のまち
の姿を考え発表しました。

若者子ども夢会議

●10年後の廿日市市の姿では、「交流・つながり」、「にぎわう」に代表されるように市民同士
がつながり、交流し、活気が生まれることによって、持続的に成長するまちづくりを求め
る声が多くありました。
●その他に「外国人」、「受け入れる」などもキーワードとして挙がっており、国内国外を問
わず、多様な価値観を受け入れ、ともに歩んでいくことのできるまちづくりが望まれて
いました。

・若者がしたいことを実現し
やすいまち
・こどもと大人が気軽につな
がることができる居場所が
多いまち

・廿日市特別支援学校阿品台分校の生徒の皆さんと自分
の夢、理想のまちの姿を考えました。
・将来の夢では、自分の好きなことを活かした個性豊かな
夢をたくさん聞くことができました。
・理想のまちでは、住みやすいまちの姿やこんなお店や施
設がほしいといった具体的な意見がありました。

・地域のイベントが減少して
いるため、つながりを持て
る拠点をつくる
・就職先の選択肢が少ないた
め、高校生や大学生と企業
のつながりを増やす

・つながりのまち 廿日市市
・日本一訪れたい街で高校生
キャリア支援が始動
・廿日市市、教育改革の新時代へ
・誰もが住みやすいまち 
　廿日市市

主
な
意
見

若者子ども夢会議

若者子ども夢会議in廿日市特別支援学校

自分の夢や実現したいこと
などについて対話を重ね、最
後に暮らす人みんなが幸せ
な理想のまちの姿を考えま
した。

第1回 まちの将来像を
考えてみよう！

主な意見

理想のまちの実現に向けた
課題と課題解決に向けたア
イデアを検討し、特に「交
流・つながり」についての意
見が多く出ました。

第1回、第2回の内容をもと
に想像を膨らませ、10年後
の廿日市市が、どんなまちに
なっているかを新聞形式で
発表しました。

第2回 まちの課題と課題解決
のアイデアを考えよう！ 第3回 将来のまちを想像して、

新聞をつくろう！

【参加者が考えた新聞の標題】
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将来像の検討

　本市を取り巻く社会潮流や本市の魅力、アンケート調査やワークショップ 
などの市民参画をもとに、 2035（令和17）年度に目指す「まちの将来像」に関す
るキーワードをまとめました 。

社会潮流 本市の魅力

人口減少社会、少子高齢化による 人口構造の変化
防災意識の高まり と 災害に強い まちづくりの推進
一極集中の是正 と 地方回帰 の動き
グローバル社会 への対応
ともに支え合う社会 へ向けた動き
こどもまんなか社会の実現 に向けた動き
GX（グリーントランスフォーメーション） の推進
DX（デジタルトランスフォーメーション） の推進

多様な自然環境 を有するまち
魅力的な地域資源 を有するまち
快適に暮らせる まち
特徴的な産業 を有するまち
まちづくり活動が盛ん なまち
世界とつながる まち
未来を見据え挑戦する まち

○ 若い世代を中心に ［こどもに優しい］ 、 ［子育てしやすい］ と思えるまちづくりが求めら
　れています。
○ ［活気］ や ［楽しい］ がキーワードとして挙がっており、 ［ワクワク感を感じる］ まちづく
　りも望まれています。
○ 高齢者世代では、 ［医療・福祉］ や ［公共交通］ といった ［生活環境の充実］ が求められて
　いるほか、あらゆる面において ［優しさ］ を感じるまちづくりが求められています。
○ ［世界遺産・宮島］ に関する項目が市民の誇りとして、最も多く挙げられています。

○ ［歴史文化］ や ［自然環境］ 、 ［広島市に近い立地条件］ 等の強みを有し、これらの恩恵も
　受け、宮島を中心とする観光業や木材・食料品などの ［特徴的な産業が発展］ しています。
○ 地域や年代などにかかわらず、 ［誰もが暮らしやすいまち］ が求められています。
○ 恵まれた歴史文化や地域資源を活かし、 ［観光客や移住者に選ばれるまちづくり］ が求
　められています 。
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考慮すべき社会潮流と本市の魅力

市民参画を通じて見えてきたキーワード

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

優しさでつながるまちづくり
キーワード：優しさ /受け入れる /多様性 /つながり・交流 /ともに支え合う社会へ向けた動き

市民ニーズが多様化する中、誰もが幸せに暮らせるまちづくりが求められています。そのためには、子
育て世代や高齢者、外国人など多様な市民がお互いを受け入れ、つながり、支えあうまちづくりを推進
するとともに、都市基盤の整備などあらゆる面において「優しさ」を感じるまちづくりが求められてい
ます。

歴史への敬意・資源の活用・未来への継承
キーワード：世界遺産（厳島神社） /つなぐ・つなげる /変わらない

先人から脈々と受け継がれてきた、世界遺産「厳島神社」のある宮島をはじめとする歴史文化や地域資
源は、本市の宝であり、現在もこうした資源を活用した産業が本市を支えています。これからも歴史を
つないできた先人への敬意を持ち続けるとともに、こうした資源を時代に合った形で活用し、未来へ
つないでいくことが求められています。

ワクワクする未来への挑戦
キーワード： GXの推進 /DXの推進 /活気 /楽しい /ワクワク /にぎわい

現在は、未来を見通すことが難しい時代と言われている一方で、様々な技術革新や新しい価値観の台
頭など見方を変えれば、可能性は無限にあります。可能性を活かし、市民みんながワクワクする未来 
を実現するため、将来を見据え、果敢にチャレンジ を繰り返していくことが求められています。

○［交流・つながり］、［にぎわう］に代表されるように市民同士が［つながり］、交流し、活気
　が生まれることによって、［持続的に成長するまちづくり］が求められています。
○［外国人］、［受け入れる］などもキーワードとして挙がっており、国内国外を問わず、［多
　様な価値観を受け入れ］、ともに歩んでいくまちづくりが求められています。
○人口減少等の多くの課題を抱えてはいるが、これからも［変わらない］暮らしをしてい
　きたいという意見や、現在の地域を［次世代へつないでいきたい］という意見がありま
　した 。

3 将来像に関するキーワード
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将来像の検討

　本市を取り巻く社会潮流や本市の魅力、アンケート調査やワークショップ 
などの市民参画をもとに、 2035（令和17）年度に目指す「まちの将来像」に関す
るキーワードをまとめました 。

社会潮流 本市の魅力

人口減少社会、少子高齢化による 人口構造の変化
防災意識の高まり と 災害に強い まちづくりの推進
一極集中の是正 と 地方回帰 の動き
グローバル社会 への対応
ともに支え合う社会 へ向けた動き
こどもまんなか社会の実現 に向けた動き
GX（グリーントランスフォーメーション） の推進
DX（デジタルトランスフォーメーション） の推進

多様な自然環境 を有するまち
魅力的な地域資源 を有するまち
快適に暮らせる まち
特徴的な産業 を有するまち
まちづくり活動が盛ん なまち
世界とつながる まち
未来を見据え挑戦する まち

○ 若い世代を中心に ［こどもに優しい］ 、 ［子育てしやすい］ と思えるまちづくりが求めら
　れています。
○ ［活気］ や ［楽しい］ がキーワードとして挙がっており、 ［ワクワク感を感じる］ まちづく
　りも望まれています。
○ 高齢者世代では、 ［医療・福祉］ や ［公共交通］ といった ［生活環境の充実］ が求められて
　いるほか、あらゆる面において ［優しさ］ を感じるまちづくりが求められています。
○ ［世界遺産・宮島］ に関する項目が市民の誇りとして、最も多く挙げられています。

○ ［歴史文化］ や ［自然環境］ 、 ［広島市に近い立地条件］ 等の強みを有し、これらの恩恵も
　受け、宮島を中心とする観光業や木材・食料品などの ［特徴的な産業が発展］ しています。
○ 地域や年代などにかかわらず、 ［誰もが暮らしやすいまち］ が求められています。
○ 恵まれた歴史文化や地域資源を活かし、 ［観光客や移住者に選ばれるまちづくり］ が求
　められています 。
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1　

2　

考慮すべき社会潮流と本市の魅力

市民参画を通じて見えてきたキーワード

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

優しさでつながるまちづくり
キーワード：優しさ /受け入れる /多様性 /つながり・交流 /ともに支え合う社会へ向けた動き

市民ニーズが多様化する中、誰もが幸せに暮らせるまちづくりが求められています。そのためには、子
育て世代や高齢者、外国人など多様な市民がお互いを受け入れ、つながり、支えあうまちづくりを推進
するとともに、都市基盤の整備などあらゆる面において「優しさ」を感じるまちづくりが求められてい
ます。

歴史への敬意・資源の活用・未来への継承
キーワード：世界遺産（厳島神社） /つなぐ・つなげる /変わらない

先人から脈々と受け継がれてきた、世界遺産「厳島神社」のある宮島をはじめとする歴史文化や地域資
源は、本市の宝であり、現在もこうした資源を活用した産業が本市を支えています。これからも歴史を
つないできた先人への敬意を持ち続けるとともに、こうした資源を時代に合った形で活用し、未来へ
つないでいくことが求められています。

ワクワクする未来への挑戦
キーワード： GXの推進 /DXの推進 /活気 /楽しい /ワクワク /にぎわい

現在は、未来を見通すことが難しい時代と言われている一方で、様々な技術革新や新しい価値観の台
頭など見方を変えれば、可能性は無限にあります。可能性を活かし、市民みんながワクワクする未来 
を実現するため、将来を見据え、果敢にチャレンジ を繰り返していくことが求められています。

○［交流・つながり］、［にぎわう］に代表されるように市民同士が［つながり］、交流し、活気
　が生まれることによって、［持続的に成長するまちづくり］が求められています。
○［外国人］、［受け入れる］などもキーワードとして挙がっており、国内国外を問わず、［多
　様な価値観を受け入れ］、ともに歩んでいくまちづくりが求められています。
○人口減少等の多くの課題を抱えてはいるが、これからも［変わらない］暮らしをしてい
　きたいという意見や、現在の地域を［次世代へつないでいきたい］という意見がありま
　した 。

3 将来像に関するキーワード
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まちづくりの基本理念

市民一人ひとりがともに
幸せに暮らせるまちづくり

　本計画全体に浸透させるまちづくりの理念を「市民一人ひとりがともに幸せ
に暮らせるまちづくり」とし、すべての市民が日々の暮らしに幸せを感じ、明日
に希望を持つことができるまちづくりを進めます。

　価値観が多様化し、社会情勢が大きく変化する現在において、市民一人ひとりが自
分らしく幸福な生活を送るためには、心身の健康と社会的環境が整い、地域内外で広
範囲につながり、支え合い、それぞれが持てる力を存分に発揮し活躍できるまちをつ
くることが重要です。

　「市民一人ひとりがともに幸せに暮らせるまちづくり」を基本理念に、現在、そして
将来の市民が、いつまでも住み続けたい、住んでみたい、まちを目指します。

　また、すべての人々の人権が互いに尊重される平和な社会を実現するため、「平和
の希求」と「人権の尊重」を普遍的な理念として位置づけます。 

01

安心に包まれ ワクワクが広がる
未来への挑戦を楽しむまち
 つなぎ つながり ともに歩む 

まちの将来像

本計画の推進によって2035（令和17）年度に目指すまちの姿です。

　「安心」は、市民が心身ともに健康で安全に快適な生活を送ることができる優しさに満ちた
「安心感のあるまち」をイメージし、安心や安らぎを感じる状態を「包まれ」で表現しています。
　「ワクワク」は、誰もが未来に向かって「ワクワク」し、これからの暮らしに希望を持てるまち
の姿をイメージし、希望が心の中でどんどん大きくなり、みんなにもその感情が伝わる様子
を「広がる」で表現しています。
　二つの要素が調和し、「安心」をベースに、毎日を「ワクワク」、明日は今日よりもっと良くな
るという希望を持った暮らしを送ることができるまちを目指します。

　現在は、未来を見通すことが難しい時代と言われています。その一方で様々な技術革新や
新しい価値観の台頭など、見方を変えれば可能性は無限にあります。こうした可能性を活か
し、これまで先人から受け継いできたこのまちを未来へつなぐための、果敢な挑戦をまち全
体で行っていきます。
　また、挑戦の主体は、行政、企業、市民など様々考えられますが、それぞれが挑戦を楽しむ
とともに、それぞれの挑戦を応援し合う風土を醸成していきたいという思いを「楽しむ」に
込めています。

　これからのまちづくり（未来への挑戦）は、それぞれの主体が単独で取り組んでいては、
様々な要素が複合した課題の解決は困難です。長い歴史に育まれた文化や豊かな自然をつ
なぎ、廿日市市に関わりのある様々な人がつながり、互いに支え合いながら、ともに未来へ
の挑戦に取り組んでいくという思いを込めています。

■安心に包まれ ワクワクが広がる

■未来への挑戦を楽しむまち

■つなぎ つながり ともに歩む

02

1　将来像
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まちづくりの基本理念

市民一人ひとりがともに
幸せに暮らせるまちづくり

　本計画全体に浸透させるまちづくりの理念を「市民一人ひとりがともに幸せ
に暮らせるまちづくり」とし、すべての市民が日々の暮らしに幸せを感じ、明日
に希望を持つことができるまちづくりを進めます。

　価値観が多様化し、社会情勢が大きく変化する現在において、市民一人ひとりが自
分らしく幸福な生活を送るためには、心身の健康と社会的環境が整い、地域内外で広
範囲につながり、支え合い、それぞれが持てる力を存分に発揮し活躍できるまちをつ
くることが重要です。

　「市民一人ひとりがともに幸せに暮らせるまちづくり」を基本理念に、現在、そして
将来の市民が、いつまでも住み続けたい、住んでみたい、まちを目指します。

　また、すべての人々の人権が互いに尊重される平和な社会を実現するため、「平和
の希求」と「人権の尊重」を普遍的な理念として位置づけます。 

01

安心に包まれ ワクワクが広がる
未来への挑戦を楽しむまち
 つなぎ つながり ともに歩む 

まちの将来像

本計画の推進によって2035（令和17）年度に目指すまちの姿です。

　「安心」は、市民が心身ともに健康で安全に快適な生活を送ることができる優しさに満ちた
「安心感のあるまち」をイメージし、安心や安らぎを感じる状態を「包まれ」で表現しています。
　「ワクワク」は、誰もが未来に向かって「ワクワク」し、これからの暮らしに希望を持てるまち
の姿をイメージし、希望が心の中でどんどん大きくなり、みんなにもその感情が伝わる様子
を「広がる」で表現しています。
　二つの要素が調和し、「安心」をベースに、毎日を「ワクワク」、明日は今日よりもっと良くな
るという希望を持った暮らしを送ることができるまちを目指します。

　現在は、未来を見通すことが難しい時代と言われています。その一方で様々な技術革新や
新しい価値観の台頭など、見方を変えれば可能性は無限にあります。こうした可能性を活か
し、これまで先人から受け継いできたこのまちを未来へつなぐための、果敢な挑戦をまち全
体で行っていきます。
　また、挑戦の主体は、行政、企業、市民など様々考えられますが、それぞれが挑戦を楽しむ
とともに、それぞれの挑戦を応援し合う風土を醸成していきたいという思いを「楽しむ」に
込めています。

　これからのまちづくり（未来への挑戦）は、それぞれの主体が単独で取り組んでいては、
様々な要素が複合した課題の解決は困難です。長い歴史に育まれた文化や豊かな自然をつ
なぎ、廿日市市に関わりのある様々な人がつながり、互いに支え合いながら、ともに未来へ
の挑戦に取り組んでいくという思いを込めています。

■安心に包まれ ワクワクが広がる

■未来への挑戦を楽しむまち

■つなぎ つながり ともに歩む

02

1　将来像
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　人口減少・少子高齢化や、気候変動問題など、社会情勢が変化する中にあっても、希望ある
未来を次世代へつなぐために、あらゆる分野において長期的な視点を持ち、自然環境と社会・
経済の健全なバランスを保ちながら、持続可能性を重視したまちづくりに取り組みます。

　将来像の実現に向けて、４つの「大切にする考え方」を設定しました。
　この考え方は、本市の特性や本市を取り巻く社会潮流、市民の意見を踏まえて、導き出した
ものであり、すべての施策分野に共通する重要な視点です。

①社会変化に対応した持続可能なまちづくり

　まちづくりの根底にあるのは、市民が安全に安心して暮らせる環境です。市民の暮らしを
守る体制を整え、快適に生活できる社会基盤を整備し、誰もが住みやすいまちづくりに取り
組みます。

②安全・安心な暮らしの確保

　性別、年齢、国籍、障がいの有無等にかかわらず、すべての市民が他者との違いを受け入れ、
個性を尊重し合い、自分自身の可能性を最大限に発揮できるまちづくりに取り組みます。

③多様性と包摂性のある地域社会の実現

　市民、団体、企業、地域、行政など、多様な主体がそれぞれの立場を理解し、強みや個性を活
かしながら、ともに支え合い、地域の課題解決に向けて協力、挑戦できるまちづくりに取り組
みます。

④多様な主体によるまちづくり

2　将来像の実現に向け、大切にする考え方

　基本理念及び将来像の実現に近づいているかを確認するため、「地域幸福度（Well-Being）
指標」を注視していきます。

3　地域幸福度（Well-Being）指標

　「ウェルビーイング」とは、世界保健機関（WHO）の憲章で提唱された言葉で、「身体的・精神
的・社会的に良好な状態」を指し、短期的な幸福だけでなく、生きがいや人生の意義などの将
来にわたる持続的な幸福を含む概念です。特に先進国においては、これまでの経済的な豊か
さだけでなく、生活の質や心の豊かさを重視する考え方への転換が進んでいます。

①ウェルビーイング（Well-Being）とは

　価値観が多様化し、社会情勢が大きく変化する中、市民一人ひとりが幸福な生活を送るた
めには、「ウェルビーイング」の向上を推進する必要があります。
　本計画の基本理念及び将来像の実現に向けて、「地域幸福度（Well-Being）指標」を定期的に
確認しながら、市民が幸福を実感できるまちづくりに取り組みます。

②ウェルビーイングとまちづくり

　地域幸福度（Well-Being）指標は、客観指標と主観指標のデータを活用し、市民の「暮らしや
すさ」と「幸福感」を指標で数値化・可視化したものです。

③地域幸福度（Well-Being）指標とは

　2025（令和７）年に実施したアンケートでは、現在の暮らしの幸福度は、6.8となっており、
広島県平均（6.5）と比較しても高い数値となっています。
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　人口減少・少子高齢化や、気候変動問題など、社会情勢が変化する中にあっても、希望ある
未来を次世代へつなぐために、あらゆる分野において長期的な視点を持ち、自然環境と社会・
経済の健全なバランスを保ちながら、持続可能性を重視したまちづくりに取り組みます。

　将来像の実現に向けて、４つの「大切にする考え方」を設定しました。
　この考え方は、本市の特性や本市を取り巻く社会潮流、市民の意見を踏まえて、導き出した
ものであり、すべての施策分野に共通する重要な視点です。

①社会変化に対応した持続可能なまちづくり

　まちづくりの根底にあるのは、市民が安全に安心して暮らせる環境です。市民の暮らしを
守る体制を整え、快適に生活できる社会基盤を整備し、誰もが住みやすいまちづくりに取り
組みます。

②安全・安心な暮らしの確保

　性別、年齢、国籍、障がいの有無等にかかわらず、すべての市民が他者との違いを受け入れ、
個性を尊重し合い、自分自身の可能性を最大限に発揮できるまちづくりに取り組みます。

③多様性と包摂性のある地域社会の実現

　市民、団体、企業、地域、行政など、多様な主体がそれぞれの立場を理解し、強みや個性を活
かしながら、ともに支え合い、地域の課題解決に向けて協力、挑戦できるまちづくりに取り組
みます。

④多様な主体によるまちづくり

2　将来像の実現に向け、大切にする考え方

　基本理念及び将来像の実現に近づいているかを確認するため、「地域幸福度（Well-Being）
指標」を注視していきます。

3　地域幸福度（Well-Being）指標

　「ウェルビーイング」とは、世界保健機関（WHO）の憲章で提唱された言葉で、「身体的・精神
的・社会的に良好な状態」を指し、短期的な幸福だけでなく、生きがいや人生の意義などの将
来にわたる持続的な幸福を含む概念です。特に先進国においては、これまでの経済的な豊か
さだけでなく、生活の質や心の豊かさを重視する考え方への転換が進んでいます。

①ウェルビーイング（Well-Being）とは

　価値観が多様化し、社会情勢が大きく変化する中、市民一人ひとりが幸福な生活を送るた
めには、「ウェルビーイング」の向上を推進する必要があります。
　本計画の基本理念及び将来像の実現に向けて、「地域幸福度（Well-Being）指標」を定期的に
確認しながら、市民が幸福を実感できるまちづくりに取り組みます。

②ウェルビーイングとまちづくり

　地域幸福度（Well-Being）指標は、客観指標と主観指標のデータを活用し、市民の「暮らしや
すさ」と「幸福感」を指標で数値化・可視化したものです。

③地域幸福度（Well-Being）指標とは

　2025（令和７）年に実施したアンケートでは、現在の暮らしの幸福度は、6.8となっており、
広島県平均（6.5）と比較しても高い数値となっています。

④本市の地域幸福度（Well-Being）
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　本市が目指す将来像を実現するため、４つの「大切にする考え方」や各分野の
目指す姿を踏まえ、土地利用の基本方向と都市構造の構築について、次のよう
に推進します。

　本市は、西中国山地の山間部から内陸部、沿岸部、瀬戸内海の島しょ部に至るまで、変化に
富んだ地形と豊かな自然環境に恵まれており、多様な地域特性を有しています。こうした地
域特性を踏まえつつ、変化する社会情勢に対応し、将来にわたって地域の魅力と活力を高め
ていくため、次の基本的な考え方に基づき、総合的で計画的な土地利用を推進します。

1　土地利用の基本方向

　自然環境、歴史・風土、文化など、各地域の特性を活かしつつ、それらの価値を次世代へつなぐため、
保全と活用の調和の取れた土地利用を推進します。

①多様な地域特性を活かし、次世代へつなぐ土地利用

　人口減少・少子高齢化など、社会情勢が変化する中であっても、長期的な視点を持ち、自然環境と社
会・経済とのバランスを保ちながら、拠点とそれを形成する各種機能の集積による持続可能性を重視
した土地利用を推進します。

②将来を見据えた土地利用

　山間部、内陸部、沿岸部、島しょ部といった各地域の特性を、多様な主体が活かしながら、相互に連携
し支え合い、全市域の一体的かつ持続的な発展を図る土地利用を推進します。

③それぞれの地域がつながる土地利用

　激甚化・頻発化する自然災害に備えるとともに、快適に生活できる社会基盤を整備し、誰もが安全・
安心に暮らせる居住環境を確保した土地利用を推進します。

④安全・安心に暮らせる土地利用

将来の都市構造03
　本市の特性に応じたまちづくりを推進するために各地域の特性に応じたゾーニングを行
い、それらを活かした発展を目指すとともに、拠点とそれを形成する各種機能の集積を図り
ます。
　さらに、拠点やその周辺地区をつなぐ「交流軸」を設定することで、各ゾーンや拠点が相互
に連携し、その機能を発揮できるような都市構造を構築します。

2　都市構造の構築

　将来像を実現するために、各ゾーンの特性を活かして、市内はもとより、市外からのヒト・
モノ・コトにより地域が交流するまちづくりを進めます。

　人とまちの交流ゾーンは、主に沿岸部を対象とし、都市機能の集積により人と
人が交流し、にぎわいが創出されています。
　また、鉄道等や高速道路により利便性が高く、都市居住の場として魅力がある
ほか、物流環境の良さから製造業やサービス業が集積しています。
　今後も、都市機能の高度化や多様な機能の集積により、中心地としての利便性
と魅力の向上を図りつつ、その効果を市域全域に波及させていきます。

　世界遺産交流ゾーンは、宮島及び宮島口周辺を対象とし、国際的な観光・交流機
能を持っています。
　宮島では、「全島博物館：厳島」を目標とする将来の姿とし、自然、文化、歴史を保
存活用し100年先を視野に入れたまちづくりを推進しています。
　宮島口では、「世界遺産・宮島の玄関口」として国内外から多くの観光客が訪れ
ることから、そのニーズを捉えた環境整備や観光施策の実施、市内各地域の人や
資源を交流により広く情報発信しています。
　今後も、宮島の自然、文化、歴史の保存活用や、宮島口の環境整備等を進め、多様
な主体とともに取り組むなど、特色を活かした施策を実施します。

　水と緑の交流ゾーンは、内陸部を対象とし、豊かな自然、スポーツ施設を活かし
たレクリエーションと癒しの場と位置づけます。都市との近接性を有し、キャン
プ場、スポーツ施設等を利用したアウトドア体験が気軽にできます。
　今後も、川や緑などの豊かな自然環境や農産物などの地域資源との交流機能の
充実を図ります。

　森と文化の交流ゾーンは、吉和地域を中心とする西中国山地の山間部を対象と
し、森林資源を活かした文化、スポーツ、レクリエーションの場と位置づけます。
　森林公園やスキー場、美術館、保養施設などがあり多様な魅力を満喫でき、ま
た、盛夏にあっても過ごしやすいリゾート地です。
　今後も、多様な魅力と特色ある農林業の振興や自然環境の保全を推進するとと
もに、広域的な交通ネットワークなども活用し、交流機能の充実を図ります。

①特性を活かしたゾーン形成方針

人とまちの
交流ゾーン

世界遺産
交流ゾーン

森と文化の
交流ゾーン

水と緑の
交流ゾーン
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　本市が目指す将来像を実現するため、４つの「大切にする考え方」や各分野の
目指す姿を踏まえ、土地利用の基本方向と都市構造の構築について、次のよう
に推進します。

　本市は、西中国山地の山間部から内陸部、沿岸部、瀬戸内海の島しょ部に至るまで、変化に
富んだ地形と豊かな自然環境に恵まれており、多様な地域特性を有しています。こうした地
域特性を踏まえつつ、変化する社会情勢に対応し、将来にわたって地域の魅力と活力を高め
ていくため、次の基本的な考え方に基づき、総合的で計画的な土地利用を推進します。

1　土地利用の基本方向

　自然環境、歴史・風土、文化など、各地域の特性を活かしつつ、それらの価値を次世代へつなぐため、
保全と活用の調和の取れた土地利用を推進します。

①多様な地域特性を活かし、次世代へつなぐ土地利用

　人口減少・少子高齢化など、社会情勢が変化する中であっても、長期的な視点を持ち、自然環境と社
会・経済とのバランスを保ちながら、拠点とそれを形成する各種機能の集積による持続可能性を重視
した土地利用を推進します。

②将来を見据えた土地利用

　山間部、内陸部、沿岸部、島しょ部といった各地域の特性を、多様な主体が活かしながら、相互に連携
し支え合い、全市域の一体的かつ持続的な発展を図る土地利用を推進します。

③それぞれの地域がつながる土地利用

　激甚化・頻発化する自然災害に備えるとともに、快適に生活できる社会基盤を整備し、誰もが安全・
安心に暮らせる居住環境を確保した土地利用を推進します。

④安全・安心に暮らせる土地利用

将来の都市構造03
　本市の特性に応じたまちづくりを推進するために各地域の特性に応じたゾーニングを行
い、それらを活かした発展を目指すとともに、拠点とそれを形成する各種機能の集積を図り
ます。
　さらに、拠点やその周辺地区をつなぐ「交流軸」を設定することで、各ゾーンや拠点が相互
に連携し、その機能を発揮できるような都市構造を構築します。

2　都市構造の構築

　将来像を実現するために、各ゾーンの特性を活かして、市内はもとより、市外からのヒト・
モノ・コトにより地域が交流するまちづくりを進めます。

　人とまちの交流ゾーンは、主に沿岸部を対象とし、都市機能の集積により人と
人が交流し、にぎわいが創出されています。
　また、鉄道等や高速道路により利便性が高く、都市居住の場として魅力がある
ほか、物流環境の良さから製造業やサービス業が集積しています。
　今後も、都市機能の高度化や多様な機能の集積により、中心地としての利便性
と魅力の向上を図りつつ、その効果を市域全域に波及させていきます。

　世界遺産交流ゾーンは、宮島及び宮島口周辺を対象とし、国際的な観光・交流機
能を持っています。
　宮島では、「全島博物館：厳島」を目標とする将来の姿とし、自然、文化、歴史を保
存活用し100年先を視野に入れたまちづくりを推進しています。
　宮島口では、「世界遺産・宮島の玄関口」として国内外から多くの観光客が訪れ
ることから、そのニーズを捉えた環境整備や観光施策の実施、市内各地域の人や
資源を交流により広く情報発信しています。
　今後も、宮島の自然、文化、歴史の保存活用や、宮島口の環境整備等を進め、多様
な主体とともに取り組むなど、特色を活かした施策を実施します。

　水と緑の交流ゾーンは、内陸部を対象とし、豊かな自然、スポーツ施設を活かし
たレクリエーションと癒しの場と位置づけます。都市との近接性を有し、キャン
プ場、スポーツ施設等を利用したアウトドア体験が気軽にできます。
　今後も、川や緑などの豊かな自然環境や農産物などの地域資源との交流機能の
充実を図ります。

　森と文化の交流ゾーンは、吉和地域を中心とする西中国山地の山間部を対象と
し、森林資源を活かした文化、スポーツ、レクリエーションの場と位置づけます。
　森林公園やスキー場、美術館、保養施設などがあり多様な魅力を満喫でき、ま
た、盛夏にあっても過ごしやすいリゾート地です。
　今後も、多様な魅力と特色ある農林業の振興や自然環境の保全を推進するとと
もに、広域的な交通ネットワークなども活用し、交流機能の充実を図ります。

①特性を活かしたゾーン形成方針

人とまちの
交流ゾーン

世界遺産
交流ゾーン

森と文化の
交流ゾーン

水と緑の
交流ゾーン
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　本市の特性を踏まえ「都市、地域、地区拠点、小さな拠点、新都市活力創出、観光交流、工業・
流通、商業・住居」の８つの主要機能を設定し、各機能がその役割を充分に発揮することで、持
続可能で交流が盛んな活力あるまちを目指します。
　また、この主要機能を配置するエリアを「拠点」とし、拠点の周辺エリアをそれぞれの特性
に応じた機能の集積を高めていく「拠点エリア」と設定します。

都市機能

　国・県などの広域行政機能や広域商圏を持つ商業機能などの高次な機能を
はじめ、情報、文化・芸術、福祉、商業、医療などの都市活動を支える主要な機
能（都市機能）が集積する市役所周辺（シビックコア地区）を都市拠点としま
す。
　また、公共交通機関で連結する都市拠点の周辺エリア（ＪＲ廿日市駅～市
役所～ＪＲ宮内串戸駅～ＪＡ広島総合病院周辺）を都市拠点エリアと位置づ
け、交通結節機能の強化や中核的な医療機能の維持・増進などにより、都市の
魅力や利便性の向上を図り、都市拠点と合わせて、本市の中心地としてふさ
わしい機能を適正かつ集中的に配置・整備します。

地域機能

　市役所及び各支所を地域拠点とし、拠点周辺の生活サービス機能やまちづ
くり機能を提供するエリアを地域拠点エリアと位置づけ、ヒト・モノ・コトが
交流するまちづくりの拠点エリアとなるよう環境整備を進めます。
　また、地域拠点と分散する基礎的な生活圏を移動手段で結ぶなど、地域の
実情に適した地域運営を持続可能なものにする取組を行います。

地区拠点
機能

　交通結節点から徒歩圏域のエリアを地区拠点エリアと位置づけ、地域拠点
を補う機能の誘導を図ります。

小さな拠点
機能

　中山間部の主要集落を小さな拠点エリアと位置づけ、地域での暮らしが継
続できるように、生活利便機能の維持確保を図ります。

②都市を構成する主要機能の配置・形成方針

工業・流通
機能

　既存の工業団地の産業機能を維持するとともに、新たな企業立地の受け皿
として、廿日市インターチェンジ周辺など交通アクセスに恵まれたエリアを
工業・流通エリアと位置づけます。
　市街地内の住工混在を解消しつつ、周辺環境に配慮した土地利用を適切に
誘導します。

商業・住居
機能

　鉄道駅に近接するなど立地条件に恵まれ、新たに人が交流する可能性を
持ったエリアを商業・住居エリアと位置づけます。
　高いポテンシャルを活かした適切な開発を誘導し、都市機能の充実と併せ
て市街地の集約化を図ります。

観光交流
機能

　宮島は世界的な観光地であることから、本市全体の魅力を国内外に発信す
るとともに、人や資源の交流を推進し、活力を高める厳島港（胡町地区、宮島
口地区）の港湾施設周辺を観光交流拠点エリアと位置づけます。
　今後、宮島の玄関口である宮島口地区の環境整備の推進により、さらに機
能を向上させ、市域全体の回遊性や活性化について一層の促進を図ります。

新都市
活力創出
機能

　新たな活力を創出し都市の発展を牽引する平良丘陵地区、木材港地区及び
未来物流産業団地地区を新都市活力創出拠点エリアと位置づけます。
　平良丘陵地区は、新たな活力創出の可能性を秘めた地区であり、新機能都
市開発事業を推進し、木材港地区は、既存の産業集積を踏まえ、時代や環境に
即した土地利用の誘導など、再編整備を進めます。
　また、未来物流産業団地地区では、平良丘陵地区とともに、新たな産業用地
を整備し、既成市街地の住工混在解消と高度利用によるコンパクトシティの
推進を図るとともに、市内外企業の留置・誘致による雇用確保と定住促進・人
口流出の抑制、地域経済の活性化を図ります。
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流通、商業・住居」の８つの主要機能を設定し、各機能がその役割を充分に発揮することで、持
続可能で交流が盛んな活力あるまちを目指します。
　また、この主要機能を配置するエリアを「拠点」とし、拠点の周辺エリアをそれぞれの特性
に応じた機能の集積を高めていく「拠点エリア」と設定します。

都市機能

　国・県などの広域行政機能や広域商圏を持つ商業機能などの高次な機能を
はじめ、情報、文化・芸術、福祉、商業、医療などの都市活動を支える主要な機
能（都市機能）が集積する市役所周辺（シビックコア地区）を都市拠点としま
す。
　また、公共交通機関で連結する都市拠点の周辺エリア（ＪＲ廿日市駅～市
役所～ＪＲ宮内串戸駅～ＪＡ広島総合病院周辺）を都市拠点エリアと位置づ
け、交通結節機能の強化や中核的な医療機能の維持・増進などにより、都市の
魅力や利便性の向上を図り、都市拠点と合わせて、本市の中心地としてふさ
わしい機能を適正かつ集中的に配置・整備します。

地域機能

　市役所及び各支所を地域拠点とし、拠点周辺の生活サービス機能やまちづ
くり機能を提供するエリアを地域拠点エリアと位置づけ、ヒト・モノ・コトが
交流するまちづくりの拠点エリアとなるよう環境整備を進めます。
　また、地域拠点と分散する基礎的な生活圏を移動手段で結ぶなど、地域の
実情に適した地域運営を持続可能なものにする取組を行います。

地区拠点
機能

　交通結節点から徒歩圏域のエリアを地区拠点エリアと位置づけ、地域拠点
を補う機能の誘導を図ります。

小さな拠点
機能

　中山間部の主要集落を小さな拠点エリアと位置づけ、地域での暮らしが継
続できるように、生活利便機能の維持確保を図ります。

②都市を構成する主要機能の配置・形成方針

工業・流通
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　既存の工業団地の産業機能を維持するとともに、新たな企業立地の受け皿
として、廿日市インターチェンジ周辺など交通アクセスに恵まれたエリアを
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　高いポテンシャルを活かした適切な開発を誘導し、都市機能の充実と併せ
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機能

　宮島は世界的な観光地であることから、本市全体の魅力を国内外に発信す
るとともに、人や資源の交流を推進し、活力を高める厳島港（胡町地区、宮島
口地区）の港湾施設周辺を観光交流拠点エリアと位置づけます。
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吉和支所

佐伯支所

大野支所

廿日市IC 廿日市市役所

宮島支所

宮島

宮島口

玖島

浅原

吉和

友和

大野IC

宮島スマートIC

森と文化の交流ゾーン

水と緑の交流ゾーン

世界遺産交流ゾーン

人とまちの交流ゾーン

瀬戸内海
国立公園

西中国山地
国定公園

瀬戸内海国立公園

吉和IC

佐伯工業団地

③ヒト・モノ・コトと地域をつなぐ交流軸の形成方針

5km0 21
Ｎ

宮島

瀬戸内海
国立公園

宮島支所

宮島口駅

阿品駅

廿日市駅
法花山地区

宮内串戸駅

シビックコア周辺地区
木材港地区

廿日市市役所

大野浦駅 大野支所

大野地域

宮内工業団地周辺地区

未来物流産業団地地区

前空駅
大野 IC

宮島スマート IC

廿日市 IC

平良丘陵地区沿岸部拡大図
都市構造図

　各ゾーンや拠点がその機能を充分発揮し優れた資源を有効に活用するため、ゾーンや拠点
をつなぐ「交流軸」を設定しました。これらが相互に連携し交流することで、相乗効果を生み、効
率的で高い機能性と快適性を備えた活力あるまちを目指します。
　また、鉄道等の公共交通機関や高速道路など、交通環境による利便性を活かし、広域的な視点
によるまちづくりを進めるため「広域交流軸」を設定し、近隣の都市はもとより県内外に広くつ
ながることで、更なる交流・連携を推進します。

市役所
支所

都市拠点エリア
地域拠点エリア

国道等
（破線部分は事業中又は計画中）

JR山陽本線
駅（JR）
広電宮島線
主な航路

その他の主な道路
（破線部分は事業中又は計画中）

高速道路
　インターチェンジ
　スマートインターチェンジ

国立公園・国定公園 主要地方道

凡　例

交流軸
広域交流軸

商業・住居エリア地区拠点エリア
小さな拠点エリア
新都市活力創出拠点エリア
観光交流拠点エリア
工業・流通エリア

　将来像の実現に向けた方向性を整理し、8つの施策分野と各分野の2035（令
和17）年度のまちの姿を設定しました。これらの実現に向けて、基本計画で施
策を体系化し、取組を推進します。

施策の方向性04

基本理念

市民一人ひとりがともに幸せに暮らせるまちづくり

まちの将来像
安心に包まれ ワクワクが広がる 未来への挑戦を楽しむまち

つなぎ つながり ともに歩む

将来像の実現に向け、大切にする考え方
① 社会変化に対応した持続可能なまちづくり
② 安全・安心な暮らしの確保
③ 多様性と包摂性のある地域社会の実現
④ 多様な主体によるまちづくり

将来のまちの姿と施策分野

みんなで子育てを支え、
こどもや若者の成長に喜びを感じられるまち
こどもが心身ともに健やかに成長し、自らの
可能性を信じてチャレンジ・自己実現できるまち

1こども・子育て・教育

誰もが学び、つながり、活躍することで、
地域らしさをともに守り創れるまち
誰もが他者との違いを認め合い、

安心して暮らせるまち

8地域づくり・人権・多文化共生

生涯にわたって自分らしく
心豊かに暮らせるまち

歴史や伝統文化を守り、活かし、伝えるまち

5生涯学習・スポーツ・文化

つながり、支え合い、笑顔で暮らせるまち

2健康・福祉

誰もが安全に、安心して過ごせるまち

3安全・安心

「はつかいちらしさ」を活かし、
地域経済の好循環により発展するまち

4産業

都市機能が充実し、
安全・安心で快適に暮らせるまち

6都市基盤

自然と社会が共生できるまち

7環境
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　各ゾーンや拠点がその機能を充分発揮し優れた資源を有効に活用するため、ゾーンや拠点
をつなぐ「交流軸」を設定しました。これらが相互に連携し交流することで、相乗効果を生み、効
率的で高い機能性と快適性を備えた活力あるまちを目指します。
　また、鉄道等の公共交通機関や高速道路など、交通環境による利便性を活かし、広域的な視点
によるまちづくりを進めるため「広域交流軸」を設定し、近隣の都市はもとより県内外に広くつ
ながることで、更なる交流・連携を推進します。
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新都市活力創出拠点エリア
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　将来像の実現に向けた方向性を整理し、8つの施策分野と各分野の2035（令
和17）年度のまちの姿を設定しました。これらの実現に向けて、基本計画で施
策を体系化し、取組を推進します。
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② 安全・安心な暮らしの確保
③ 多様性と包摂性のある地域社会の実現
④ 多様な主体によるまちづくり

将来のまちの姿と施策分野

みんなで子育てを支え、
こどもや若者の成長に喜びを感じられるまち
こどもが心身ともに健やかに成長し、自らの
可能性を信じてチャレンジ・自己実現できるまち

1こども・子育て・教育

誰もが学び、つながり、活躍することで、
地域らしさをともに守り創れるまち
誰もが他者との違いを認め合い、

安心して暮らせるまち

8地域づくり・人権・多文化共生

生涯にわたって自分らしく
心豊かに暮らせるまち

歴史や伝統文化を守り、活かし、伝えるまち

5生涯学習・スポーツ・文化

つながり、支え合い、笑顔で暮らせるまち

2健康・福祉

誰もが安全に、安心して過ごせるまち

3安全・安心

「はつかいちらしさ」を活かし、
地域経済の好循環により発展するまち
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都市機能が充実し、
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各分野の目指す姿

　こどもを中心にまち全体に笑顔が広がっており、地域や事業者など多様な主体で子育てを支
えています。また、妊娠期から子育て期まで、すべてのこどもと保護者が切れ目なく必要な子育
てサービスを受けることができ、安心して子育てができる環境の中でこどもが希望を持って健
やかに成長しています。加えて、こどもや若者が安心して意見を伝える多様な機会が確保され、
その声が反映された施策やまちづくりが進められています。そして、多くの若者が自分の将来を
明るく見通しています。

　学校教育においては、地域全体でこどもの学びに関わり、一人ひとりの良さや可能性を伸ばしつ
つ、人生を切り拓いていくために必要な「生きる力」を育んでいます。その上で、こどもは多様性を
認め合いながら他者と協働し、みんなが安心して暮らせる社会の創り手として成長しています。
　これらを通じて、こどもが「ふるさと廿日市」に対する愛着と誇りを持ち、急激に変化する時代
においても、廿日市市で培った知識や経験を活かしつつ、心も身体も満たされた状態で健やかに
暮らしています。

こども・子育て・教育１
2035年度のまちの姿

市民の声
【子育て】

・廿日市市は、子育てしやすいまちとい
うイメージが市民に定着しています。
・これからも子育て世帯を「地域全体で
サポートするまちづくりを進めてほし
い」という声が多くあります。

【教育】
・学生世代からは、「”はつかいち”らしさ
を活かした教育プログラムや地域と連
携した学びを通じて、多様な能力が求
められる今後の社会で活躍できる力を
身につけたい」という声がありました。

みんなで子育てを支え、こどもや
若者の成長に喜びを感じられるまち
－こども・若者が幸せに育っています。 
－保護者が子育てに伴う喜びを感じています。 －こどもが自らの可能性を信じて

　未来に向けて挑戦しています。

こどもが心身ともに健やかに成
長し、自らの可能性を信じてチャ
レンジ・自己実現できるまち

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
指
標

指標 現況値 方向性

普段の生活の中で幸せな気持ちになっているこどもの割合

子育てに伴う喜びを感じている保護者の割合 84.0%
75.8％
88.6％

将来の夢や目標は、かなうと思う児童生徒の割合
努力すれば、自分もたいていのことはできると思う児童生徒の割合

（未就学児）90.3％
（小学６年生）95.0%
（中学３年生）88.7％

05

　日常生活の中で、自然な見守りや声かけ、交流により、人と人とのつながりが育まれ、地域の多
様な主体（行政、医療機関、企業、ＮＰＯ、市民団体等）が連携し、年齢や経済状況、障がいのありな
しなどにかかわらず、様々な人々がともに支え合っています。
　そして、すべての市民が地域の一員として尊重され、安心して笑顔で暮らすことのできる社会
が実現しています。

　また、市民一人ひとりが、健康を意識し、運動や食事に気を配ることが日常の一部となり、ライ
フステージに応じた健康づくりに取り組んでいます。地域では、健康づくりにつながる活動が活
発に行われています。

　加えて、安心して医療や介護・福祉サービスを受けることができる体制が整っており、住み慣
れた地域において安心して暮らすことができています。

健康・福祉２
2035年度のまちの姿

つながり、支え合い、笑顔で暮らせるまち
－個人の意思が尊重され、住み慣れた地域で支え合いながら安心して暮らしています。
－市民が健康でいきいきと自立した生活ができています。

市民の声 ・健康・福祉に関する
様々な関係団体の連携
が進んでいることで、
相談をワンストップで
対応してもらえる便利
で優しいまちです。

・国際化の進展など市民
のニーズが多様化する
中、どんな人でも安心
して心身ともに健康に
住める環境が求められ
ています。

・これからも「住み慣れた」
地域で暮らし続けるた
め、医療機関などの生活
環境の充実や地域内のつ
ながりを強めていきたい
という声もあります。

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
指
標

指標 現況値 方向性

地域の中に相談できる人がいる市民の割合

健康寿命

普段、心身ともに健康だと思う市民の割合

(日常生活動作が自立している期間(要介護2以上になるまでの期間)の平均)

82.2%
（令和６年度）

男性81.4年
女性85.9年
(令和５年推定値)

71.0%
（令和６年度）
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　防災に関する啓発活動に取り組むことで、市民一人ひとりが災害を「自分のこと」として捉え、
災害情報の収集や避難経路の確認、家庭内備蓄などの準備を行うとともに、災害時には自ら正し
い避難行動をとるなど、災害に対する自助の意識が醸成されています。
　そして、地域の自主防災組織では、防災に関する活動が積極的に実施され、災害時には声をか
け合い、助け合うまちになっています。
　行政も、地域強靱化計画に基づき、行政機能や防災インフラの維持・整備を進め、大規模災害時
に地域の経済活動が最大限維持される体制を確立しています。

　また、防火・救命に関する市民の理解と意識が向上し、災害への安全対策や対応力が強化され
ているとともに、消防・救急体制の強化により、災害の規模や種別に応じた迅速な対応が可能と
なっています。

　犯罪や交通事故防止に向けた啓発活動を関係機関と連携して推進し、市民の防犯や交通安全
に対する意識が向上するとともに、歩道を安心して通行できる環境が整備されています。さら
に、年代に応じた消費者啓発や相談体制の充実により、適切な選択・判断ができる力が身につき、
誰もが安全で安心に暮らしています。

安全・安心3
2035年度のまちの姿

誰もが安全に、安心して過ごせるまち
－市民の生命や財産が、災害や犯罪、交通事故等の脅威から守られています。

市民の声 ・安全・安心は、暮らしていくうえで一番大
事なことだという市民が多くいます。
・廿日市市は、大きな災害も少ない上に地
域の防災体制も整っている防災面が充実
したまちです。

・住民が多様化する中で、緊急時
には、国籍や宗教などに関わら
ず、安全に避難などができる体
制づくりが必要だという声も
あります。

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
指
標

指標 現況値 方向性

災害による死者数

交通事故に対する不安がなく、安全に生活できている市民の割合 45.8%

54.2％犯罪に対する不安がなく、安心して生活できている市民の割合

0人
（令和６年度）

　広大な市域に多種多彩な産業がある本市の強みや特色を活かし、産業連関の強化や産業基盤
の整備などを推進することで、多様な事業活動が活発に行われ、地域経済に好循環が生まれてい
ます。

　ダイバーシティ経営の推進により、多様な人材が活躍し安心して働きやすい職場が増えてい
ます。市内事業者は生産性向上等により経営基盤が安定した状態となっています。また、創業支
援等により市内で創業する人が多く、産業が活発なまちとなっています。

　農林水産業は、需要増加や担い手の育成、デジタル技術の活用が進み、魅力があり、働きがいの
ある職業として選択する人が増えています。森林や農地、漁場の持つ多面的な機能を活かした取
組により、豊かな環境が保たれて、持続可能な形になっています。また、地産地消が進み、市内産
品への愛着心や安心感が深まっています。

　誰もが快適に楽しく旅行できる環境が整えられ、また、地域の観光資源の魅力を高め、戦略的
なプロモーションを行うことで、観光客の滞在時間や消費が拡大しています。市民は観光を通じ
て地域への愛着や誇りを持ち、観光客は訪れる地域の自然や文化、歴史、暮らし、経済を尊重して
観光を楽しむことで、市民生活と調和した持続可能な観光地となっています。

産業4
2035年度のまちの姿

「はつかいちらしさ」を活かし、地域経済の好循環により発展するまち
－地域資源を活かした域内循環の促進などにより、地域経済の持続的発展を支えています。 
－観光客、地域住民、地域経済、地域環境がより良い形で調和した、持続可能な観光地となっています。

市民の声 ・廿日市市は、世界遺産 厳島神社
（宮島）に代表される観光地や特徴
的な産業、豊かな自然、そして、大
都市に隣接する立地など、たくさ
んの可能性に満ちたまちです。

・若者世代からは、学生と地元企業の接
点を作り、学生と企業の交流が進むこ
とで、学生は就職先の選択肢が広が
り、地元で働くことを意識するきっか
けになるという声もあります。

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
指
標

指標 現況値 方向性
市内産業経済活動に活気があると感じている市民の割合

持続可能な観光地となっていると認識している市民の割合

33.5%

27.4%
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　市民がともに学び、対話を重ねることを通じて、地域内に人と人のつながりが生まれるととも
に、学んだことを地域社会に活かす市民が増えています。
　スポーツや文化芸術に親しむことで、市民の健康づくりや生きがいにつながっています。ま
た、活動を通じて仲間との交流が生まれ、いきいきと心豊かに暮らしを楽しんでいます。

　市民が市の歴史や伝統文化に誇りや愛着を持ち、市外から訪れる人にもその価値を伝え、次世
代に継承しています。宮島では、普遍的な価値を次世代に継承するため、住民や関連団体など多
様な人々が活動し、伝統的な建物や暮らしの魅力を体感できる場や機会が提供されています。

生涯学習・スポーツ・文化5
2035年度のまちの姿

市民の声

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
指
標

指標 現況値 方向性

日頃の生活に充実感を感じている市民の割合 55.7%

43.3％市の歴史や伝統文化に誇りや愛着を持っている市民の割合

生涯にわたって自分らしく心豊かに
暮らせるまち
－学びやスポーツ・文化芸術を楽しむ環境が
　充実し、市民の誰もがいきいきと自分らしく
　暮らしています。

－市民が、市の歴史や伝統文化に誇りと
　愛着を持ち、次世代へ継承しています。

歴史や伝統文化を守り、活かし、
伝えるまち

【文化】
・廿日市市は、文化芸術に触れる機会
がたくさんあるまちです。
・文化芸術が日常生活の一部として溶
け込み、気軽にイベントや展覧会へ
足を運んでもらえるようなまちづく
りが進んでほしいという声もありま
す。

【伝統】
・「神楽」など魅力的で価値のある伝統
文化がたくさんありますが、後継者
不足が深刻です。担い手の育成など
を進めて、これまで受け継がれてき
た価値を次世代へ繋いでいくことが
求められています。

（安全性）33.0%
（快適性）29.1%

　集約型都市構造の実現に向けて、市中心部や各地域の拠点では人々が集まり、にぎわいが創出
されています。特に、シビックコア地区では、居心地が良くにぎわいと魅力ある都市拠点形成に
向けたまちづくりが進められています。また、多様な主体との連携と協働により、持続可能な地
域公共交通ネットワークが構築され、市民の身近な移動手段として生活を支えています。

　地域を問わず、子育て世帯から高齢者世帯まで、すべての世帯に対して充実した住まいが提供
されています。近年増加している空き家については、所有者の課題意識が高まり、放置されてい
た空き家が減少し、住宅ストックの循環が進んでいます。

　身近に適切な緑化空間とオープンスペースが確保され、幅広い世代の市民に憩いの場や遊び
の場として利用されることで、地域に愛される公園づくりが進んでいます。また、災害時には、避
難空間や物資の集積地として活用できるように備えることができています。

　都市間・地域間を結ぶ道路が計画的に整備され、利便性の高い道路環境が形成されています。
これにより、誰もがスムーズに移動できるようになり、安全性・快適性の向上が図られています。
　都市の浸水対策として、浸水常襲箇所での雨水対策が実施され、浸水の防除が図られていま
す。また、公衆衛生の向上及び公共用水域の水質保全のため、公共下水道が計画的に整備されて
います。これにより、安全で快適な暮らしが支えられています。

都市基盤6
2035年度のまちの姿

都市機能が充実し、安全・安心で快適に暮らせるまち
－生活に必要な機能と住環境が整備され、市民が快適に暮らしています。

市民の声
・一定の都市機能があり、利便性の
高いまちです。
・一方で、色々な施設が点在してい
ると不便なため、コンパクトにま
とまっていると嬉しいという声も
あります。

・市内の各施設をつなぐ公共交通の利
便性向上も求められています。
・まちづくりを通じた景観の整備を求
める声もあり、「きれいなまち」をキー
ワードに挙げる人も多くいます。

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
指
標

指標 現況値 方向性

便利で快適なまちと感じている市民の割合

道路の安全性、快適性が確保されていると感じている
市民の割合

49.2%
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　市民がともに学び、対話を重ねることを通じて、地域内に人と人のつながりが生まれるととも
に、学んだことを地域社会に活かす市民が増えています。
　スポーツや文化芸術に親しむことで、市民の健康づくりや生きがいにつながっています。ま
た、活動を通じて仲間との交流が生まれ、いきいきと心豊かに暮らしを楽しんでいます。

　市民が市の歴史や伝統文化に誇りや愛着を持ち、市外から訪れる人にもその価値を伝え、次世
代に継承しています。宮島では、普遍的な価値を次世代に継承するため、住民や関連団体など多
様な人々が活動し、伝統的な建物や暮らしの魅力を体感できる場や機会が提供されています。

生涯学習・スポーツ・文化5
2035年度のまちの姿

市民の声

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
指
標

指標 現況値 方向性

日頃の生活に充実感を感じている市民の割合 55.7%

43.3％市の歴史や伝統文化に誇りや愛着を持っている市民の割合

生涯にわたって自分らしく心豊かに
暮らせるまち
－学びやスポーツ・文化芸術を楽しむ環境が
　充実し、市民の誰もがいきいきと自分らしく
　暮らしています。

－市民が、市の歴史や伝統文化に誇りと
　愛着を持ち、次世代へ継承しています。

歴史や伝統文化を守り、活かし、
伝えるまち

【文化】
・廿日市市は、文化芸術に触れる機会
がたくさんあるまちです。
・文化芸術が日常生活の一部として溶
け込み、気軽にイベントや展覧会へ
足を運んでもらえるようなまちづく
りが進んでほしいという声もありま
す。

【伝統】
・「神楽」など魅力的で価値のある伝統
文化がたくさんありますが、後継者
不足が深刻です。担い手の育成など
を進めて、これまで受け継がれてき
た価値を次世代へ繋いでいくことが
求められています。

（安全性）33.0%
（快適性）29.1%

　集約型都市構造の実現に向けて、市中心部や各地域の拠点では人々が集まり、にぎわいが創出
されています。特に、シビックコア地区では、居心地が良くにぎわいと魅力ある都市拠点形成に
向けたまちづくりが進められています。また、多様な主体との連携と協働により、持続可能な地
域公共交通ネットワークが構築され、市民の身近な移動手段として生活を支えています。

　地域を問わず、子育て世帯から高齢者世帯まで、すべての世帯に対して充実した住まいが提供
されています。近年増加している空き家については、所有者の課題意識が高まり、放置されてい
た空き家が減少し、住宅ストックの循環が進んでいます。

　身近に適切な緑化空間とオープンスペースが確保され、幅広い世代の市民に憩いの場や遊び
の場として利用されることで、地域に愛される公園づくりが進んでいます。また、災害時には、避
難空間や物資の集積地として活用できるように備えることができています。

　都市間・地域間を結ぶ道路が計画的に整備され、利便性の高い道路環境が形成されています。
これにより、誰もがスムーズに移動できるようになり、安全性・快適性の向上が図られています。
　都市の浸水対策として、浸水常襲箇所での雨水対策が実施され、浸水の防除が図られていま
す。また、公衆衛生の向上及び公共用水域の水質保全のため、公共下水道が計画的に整備されて
います。これにより、安全で快適な暮らしが支えられています。

都市基盤6
2035年度のまちの姿

都市機能が充実し、安全・安心で快適に暮らせるまち
－生活に必要な機能と住環境が整備され、市民が快適に暮らしています。

市民の声
・一定の都市機能があり、利便性の
高いまちです。
・一方で、色々な施設が点在してい
ると不便なため、コンパクトにま
とまっていると嬉しいという声も
あります。

・市内の各施設をつなぐ公共交通の利
便性向上も求められています。
・まちづくりを通じた景観の整備を求
める声もあり、「きれいなまち」をキー
ワードに挙げる人も多くいます。

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
指
標

指標 現況値 方向性

便利で快適なまちと感じている市民の割合

道路の安全性、快適性が確保されていると感じている
市民の割合

49.2%
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　日常生活や事業活動において、環境への配慮や環境との調和を大切にする行動が主流となっ
ています。
　こうした中、再生可能エネルギーの導入や省エネルギーの推進により、温室効果ガスの排出が
抑制され、ゼロカーボンシティの実現に近づいています。さらに、自然環境の価値は人々の暮ら
しを支えるかけがえのない基盤として認識され、豊かな自然環境の保全と生物多様性の維持が
実現しています。

　また、地域資源の効率的な活用やごみの発生抑制・資源化が進み、環境負荷の少ない、持続可能
な循環型社会が構築されています。

　このように、自然環境と社会・経済のバランスが保たれた、きれいで暮らしやすい持続可能な
まちが形成され、地域の自然資本が次世代へと引き継がれています。

環境7
2035年度のまちの姿

市民の声

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
指
標

指標 現況値 方向性

30.9％
里地里山里海のような身近な自然環境が適切に管理・活用
されていると思う市民の割合

自然と社会が共生できるまち
－地域の自然資本が次世代に継承されています。

・都市と自然の調和が取れたまちづくりが求められています。
・自然をみんなで守り育てていきたいという声もあります。
・身近な資源を活用することで市内の経済循環率向上にもつながります。

　多様化・複雑化する地域のニーズや課題、身近な困りごと等に対応するため、こどもから高齢
者までの幅広い世代の住民が地域の活動に関心を持ち、参画しています。
　また、人口減少や高齢化、地域社会の変容等が進む中でも、各種団体・事業者等の多様な主体
が、地域自治組織や行政等と情報共有や対話を活発に行い、まちづくり活動の支え手として協働
しながら活動に参画しています。
　こうした幅広い世代や多様な主体が地域のまちづくり活動に参画することによって、地域の
特性を活かした持続可能なまちづくりが進んでいます。

　外国人住民と日本人住民がともに生活する中で、互いにやさしい日本語などを使ってコミュ
ニケーションを図り、お互いの文化や習慣を理解する機会が増えています。これにより、市民の
間に多文化共生の考え方が浸透しています。姉妹都市などの海外との交流や国際交流活動の発
信などが活発に行われることで、外国語や海外文化に触れる機会が増え、国際交流活動に関心を
持ち、参加する人が増えています。

　性別や年齢、障がいのありなし、国籍などにかかわらず、誰もが地域社会の一員として互いに
尊重し、認め合うまちづくりが進んでいます。また、一人ひとりが自らの希望に応じて、自分らし
い働き方や生き方を実現し、いきいきと暮らしています。

地域づくり・人権・多文化共生8
2035年度のまちの姿

市民の声

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
指
標

指標 現況値 方向性

地域への誇りや愛着を持って、地域で暮らし続けたいと
思う市民の割合

他者との違いを認め、互いを尊重している市民の割合

64.1%
　（令和６年度）

41.3%

誰もが学び、つながり、活躍することで、
地域らしさをともに守り創れるまち
－幅広い世代と多様な主体が参画し、地域の
　ニーズや課題を捉え、地域の特性を活かした
　持続可能なまちづくりが進んでいます。

－市民一人ひとりが多様性を理解し、
　自分らしく暮らしています。

誰もが他者との違いを認め合
い、安心して暮らせるまち

【地域づくり】
・地域づくり活動を通して、地域を盛り上
げ、これからも変わらぬ暮らしを続けて
いきたいという声が多くあります。その
ためにも、新たなことにチャレンジでき
る環境や機会の充実と、その学びが自発
的な活動やまちづくり活動につながる
仕組みの構築により、新たな担い手づく
りに取り組むことが必要です。

【人権・多文化共生】
・グローバル化の進展や様々な社
会変革を経て、廿日市市にも多様
な価値観を持つ人が増えてきた
と思う市民が多くいます。自分と
は違う価値観の人であっても、お
互いに尊重し合い、認め合うこと
でみんなが住みやすいまちづく
りにつながります。
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　日常生活や事業活動において、環境への配慮や環境との調和を大切にする行動が主流となっ
ています。
　こうした中、再生可能エネルギーの導入や省エネルギーの推進により、温室効果ガスの排出が
抑制され、ゼロカーボンシティの実現に近づいています。さらに、自然環境の価値は人々の暮ら
しを支えるかけがえのない基盤として認識され、豊かな自然環境の保全と生物多様性の維持が
実現しています。

　また、地域資源の効率的な活用やごみの発生抑制・資源化が進み、環境負荷の少ない、持続可能
な循環型社会が構築されています。

　このように、自然環境と社会・経済のバランスが保たれた、きれいで暮らしやすい持続可能な
まちが形成され、地域の自然資本が次世代へと引き継がれています。

環境7
2035年度のまちの姿

市民の声

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
指
標

指標 現況値 方向性

30.9％
里地里山里海のような身近な自然環境が適切に管理・活用
されていると思う市民の割合

自然と社会が共生できるまち
－地域の自然資本が次世代に継承されています。

・都市と自然の調和が取れたまちづくりが求められています。
・自然をみんなで守り育てていきたいという声もあります。
・身近な資源を活用することで市内の経済循環率向上にもつながります。

　多様化・複雑化する地域のニーズや課題、身近な困りごと等に対応するため、こどもから高齢
者までの幅広い世代の住民が地域の活動に関心を持ち、参画しています。
　また、人口減少や高齢化、地域社会の変容等が進む中でも、各種団体・事業者等の多様な主体
が、地域自治組織や行政等と情報共有や対話を活発に行い、まちづくり活動の支え手として協働
しながら活動に参画しています。
　こうした幅広い世代や多様な主体が地域のまちづくり活動に参画することによって、地域の
特性を活かした持続可能なまちづくりが進んでいます。

　外国人住民と日本人住民がともに生活する中で、互いにやさしい日本語などを使ってコミュ
ニケーションを図り、お互いの文化や習慣を理解する機会が増えています。これにより、市民の
間に多文化共生の考え方が浸透しています。姉妹都市などの海外との交流や国際交流活動の発
信などが活発に行われることで、外国語や海外文化に触れる機会が増え、国際交流活動に関心を
持ち、参加する人が増えています。

　性別や年齢、障がいのありなし、国籍などにかかわらず、誰もが地域社会の一員として互いに
尊重し、認め合うまちづくりが進んでいます。また、一人ひとりが自らの希望に応じて、自分らし
い働き方や生き方を実現し、いきいきと暮らしています。

地域づくり・人権・多文化共生8
2035年度のまちの姿

市民の声

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
指
標

指標 現況値 方向性

地域への誇りや愛着を持って、地域で暮らし続けたいと
思う市民の割合

他者との違いを認め、互いを尊重している市民の割合

64.1%
　（令和６年度）

41.3%

誰もが学び、つながり、活躍することで、
地域らしさをともに守り創れるまち
－幅広い世代と多様な主体が参画し、地域の
　ニーズや課題を捉え、地域の特性を活かした
　持続可能なまちづくりが進んでいます。

－市民一人ひとりが多様性を理解し、
　自分らしく暮らしています。

誰もが他者との違いを認め合
い、安心して暮らせるまち

【地域づくり】
・地域づくり活動を通して、地域を盛り上
げ、これからも変わらぬ暮らしを続けて
いきたいという声が多くあります。その
ためにも、新たなことにチャレンジでき
る環境や機会の充実と、その学びが自発
的な活動やまちづくり活動につながる
仕組みの構築により、新たな担い手づく
りに取り組むことが必要です。

【人権・多文化共生】
・グローバル化の進展や様々な社
会変革を経て、廿日市市にも多様
な価値観を持つ人が増えてきた
と思う市民が多くいます。自分と
は違う価値観の人であっても、お
互いに尊重し合い、認め合うこと
でみんなが住みやすいまちづく
りにつながります。
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基本構想の着実な推進

　基本構想を実現するためには、多様な主体が連携・協力してまちづくりを進
めるとともに、限られた資源を最大限に活用し、効率的かつ効果的な行政経営
を実現していくことが不可欠です。
　「協働によるまちづくり」と「効率的かつ効果的な行政経営」の両面から取組
を進め、基本構想を着実に推進していきます。

06

　「廿日市市協働によるまちづくり基本条例」や、本計画における「将来像の実現に向け、大切にする
考え方」に基づき、市民、団体、企業、地域、行政など、本市のまちづくりに関わる多様な主体が互いに
理解し、尊重し合い、それぞれの強みや個性を活かしながら、対等な立場で協力する「協働によるま
ちづくり」を進めていきます。

1　協働によるまちづくり（地域経営の推進）

　基本構想の実現に向けては、「地域幸福度（Well-Being）指標」及び各分野の「モニタリング指標」を
注視し、定期的に現状把握を行うとともに、本計画を中心に、施策の着実な推進、施策評価による効
果検証、事務事業の改善や経営資源の適切な配分など、PDCAサイクルを確実に実行します。

基本構想の実現に近づい
ているかを確認。主に現
状把握を目的とする。

PDCAサイクルによるマ
ネジメントにより、効率
的かつ効果的な行政経営
を推進する。

2　効率的かつ効果的な行政経営

基本理念
まちの将来像

地域幸福度（Well-Being）指標

目的

分野の目指す姿 各分野のモニタリング指標

目的

手段

基本計画
（施策方針）

施策の進捗状況を確認する指標
（成果指標）

手段


